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施策の名称

各施策の名称を記載してい

ます。

施策の基本方針

「基本構想」の「施策の大綱」

で位置付けられている各施

策の基本方針を記載してい

ます。

SDGs該当分野
SDGs の 17 の国際目標（ゴ

ール）のうち ,該当するアイ

コンを表示しています。

現状と課題

施策を取り巻く現状と課題

を記載しています。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

次のページに行く前に、こちらをお読みください。

1

2

3

4

施策評価指標

施策の進捗管理を客観的に

行うため，それぞれの施策に

関連する数値目標を記載し

ています。この指標は取組の

達成状況を判断することに

も使用します。

・現状値（令和 2 年）：令和

2 年度に把握できた直近

の値

・目標値（令和 7 年）：後期

基本計画の最終年度にお

ける目標値

7

成果指標

市民意識調査の結果をもとに

，成果指標（満足度・充実希

望度）を記載しています。

・現状値（令和 2 年）：後期

基本計画策定時の市民満

足度

・目標値（令和 7 年）：後期

基本計画の最終年度にお

ける市民満足度

※５点満点評価

6

取組と方針

施策を実現するための取組

とその方針を記載していま

す。総合戦略へ位置付ける取

組については，サインを入れ

ています。

8

主に関係する課所

施策に関係する主な課所名

を記載しています。

11役割

市民協働の視点から，市，市

民，事業者等の役割を記載し

ています。

10
用語解説

専門用語については，各ペー

ジで解説を記載しています。

5

●

主な取組

後期基本計画中の主な取組を

記載しています。また，以下の

アイコンを設置しています。

9

重点プロジェクトに該当

後期基本計画で拡充

新規事業

後期基本計画の構成と見方
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施策の名称

各施策の名称を記載してい

ます。

施策の基本方針

「基本構想」の「施策の大綱」

で位置付けられている各施

策の基本方針を記載してい

ます。

SDGs該当分野
SDGs の 17 の国際目標（ゴ

ール）のうち ,該当するアイ

コンを表示しています。

現状と課題

施策を取り巻く現状と課題

を記載しています。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

次のページに行く前に、こちらをお読みください。

1

2

3

4

施策評価指標

施策の進捗管理を客観的に

行うため，それぞれの施策に

関連する数値目標を記載し

ています。この指標は取組の

達成状況を判断することに

も使用します。

・現状値（令和 2 年）：令和

2 年度に把握できた直近

の値

・目標値（令和 7 年）：後期

基本計画の最終年度にお

ける目標値

7

成果指標

市民意識調査の結果をもとに

，成果指標（満足度・充実希

望度）を記載しています。

・現状値（令和 2 年）：後期

基本計画策定時の市民満

足度

・目標値（令和 7 年）：後期

基本計画の最終年度にお

ける市民満足度

※５点満点評価

6

取組と方針

施策を実現するための取組

とその方針を記載していま

す。総合戦略へ位置付ける取

組については，サインを入れ

ています。

8

主に関係する課所

施策に関係する主な課所名

を記載しています。

11役割

市民協働の視点から，市，市

民，事業者等の役割を記載し

ています。

10
用語解説

専門用語については，各ペー

ジで解説を記載しています。

5

●

主な取組

後期基本計画中の主な取組を

記載しています。また，以下の

アイコンを設置しています。

9

重点プロジェクトに該当

後期基本計画で拡充

新規事業

後期基本計画の構成と見方
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基本構想 大 綱 Ⅰ 

 災害に強く 安全安心に暮らせるまちづくり 

（基本構想より） 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は，国内観測史上最大の地震と津波，原子力事故が複合

した未曾有の災害となり，わが国に大きな試練と困難をもたらしました。本市では震度６弱を記録し，建物の

全半壊，道路の亀裂や陥没，上下水道，小・中学校，スポーツ・文化施設をはじめとした公共施設の損壊な

どが生じ，那珂湊や平磯などの沿岸地域においては，押し寄せた津波により家屋，漁港，魚市場などが浸

水・損壊するなど，市内全域で甚大な被害をこうむりました。 

市では，「地域の絆をいかした災害に強いまちづくり」を目標に「ひたちなか市復興計画」に基づき，震災以

前にも増して元気なひたちなか市を目指し，復旧，復興への歩みを着実に進めてきました。今後，首都直下

地震や東南海地震が発生する可能性も予測され，また，近年では局所的な豪雨も頻発している中，市民の

生命と財産を守るため，防災・減災そして災害への備えに万全を期す必要があります。また，本市は全域が

東海第二原発の原子力防災対策を重点的に充実すべき地域（ＵＰＺ）の範囲となる 30㎞圏内に位置すること

から，万一の場合の避難体制の整備等をはじめとした，原発所在地域としての対応を進めていく必要があり

ます。 

また，高齢化の進展により，高齢者が関係する交通事故や高齢者が被害者となる犯罪等も増加しており，

防犯パトロールなど地域が取り組む活動を支援するなど，引き続き地域と連携しながら，交通安全対策や防

犯対策に取り組み，安全安心なまちづくりに努めていく必要があります。 

 

Ⅰ-1 防災力の強化 

  ①災害への備え 

  ②災害時の情報伝達手段の整備 

  ③避難行動要支援者対策 

  ④地域防災の取組への支援 

  ⑤災害時連携体制の確立 

  ⑥防災意識の啓発 

  ⑦原子力防災対策 

Ⅰ-2 防災基盤の整備 

  ①避難機能の強化・避難路の整備 

  ②安全な施設整備 

Ⅰ-3 治水対策 

  ①河川・雨水幹線の整備 

Ⅰ-4 危機管理 

  ①危機管理体制の確立 

Ⅰ-5 消防・救急 

  ①消防体制の強化 

  ②救急体制の強化 

Ⅰ-6 防犯 

  ①防犯活動の推進 

  ②防犯環境の整備 

  ③空き家等対策 

  ④消費生活 

Ⅰ-7 交通安全 

  ①交通安全対策 
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ひたちなか市第３次総合計画後期基本計画 Ⅰ-1 防災力の強化 　1/6

現状と

課題

②

見出し 防災情報の伝達手段の確保

本文

○防災行政無線※を運用し，屋外に設置してある放送塔及び各家庭に貸与している戸別受
信機により，緊急時に必要な情報を市民へ伝達していますが，老朽化が進んでいるため，
設備を更新する必要があります。
○緊急速報（エリア）メール※，ホームページ，電子メール，ＳＮＳ，テレビ及びラジオ
等により災害情報を伝達する体制を構築しています。引き続き，効率的かつ効果的な情報
伝達体制を整備していく必要があります。
〇近年，大規模集客施設に数万人単位が来場する中，災害が起こった場合の来場者に対す
る情報伝達手段の確保について，施設管理者と連携して対応策を検討する必要がありま
す。

現状と

課題

③

見出し 避難行動要支援者への支援体制の整備

本文

○65歳以上のひとり暮らし高齢者及び身体に障害のある方などのうち，災害時に支援を希
望する方たちに対し，自治会，民生委員，地域住民の協力の下，地域ぐるみでの支援体制
づくりに努めています。
○高齢化の進展に伴い，今後，対象者が増加することが想定されますが，避難行動要支援
者を支援する方が高齢者となっているケースが見受けられ，支援体制のあり方について検
討する必要があります。

基本方針

(構想より)

　災害時の市民生活の安全確保へ向けて，災害時の情報伝達体制を確保するなど，様々な観点から
災害への備えに万全を期すとともに，自主防災会や民生委員・児童委員，関係機関と連携を密にし
ながら，避難行動要支援者※の支援体制の構築など，更なる防災体制の強化に努めていきます。
　東海第二原発への対応としては，「原発所在地域」として，周辺自治体と連携しながら，事業者
や県に対し，原子力安全協定の範囲及び権限の拡大について見直しを求めていきます。あわせて，
広域的な避難のあり方や緊急時の対応について，県及び関係市町村と連携のもと十分な検討を行い
ながら取り組みます。

現状と

課題

①

見出し 防災体制の確立

本文

○東日本大震災や，その後の平成27年9月の関東・東北豪雨，令和元年10月の台風第19号
等，これまで経験してきた災害時の教訓を踏まえ，自助・共助・公助が連携して機能する
地域防災体制の更なる強化が求められています。
○市による避難所開設・運営訓練，通信連絡訓練のほか，自主防災会による避難訓練や避
難行動要支援者の安否確認訓練など，児童生徒や保護者も含めた，市民参加型の総合防災
訓練を毎年実施しています。
○避難所の開設が長期化した場合における運営のあり方や，地域の集会所が一時的な避難
所になった場合の市の支援体制のあり方について検討する必要があります。
〇新型コロナウイルス等による感染症と，地震や水害等の自然災害が重なる複合災害にお
いては，感染拡大防止のため，避難所における社会的距離を確保するための体制を整備す
るとともに，民間施設との連携を推進する必要があります。
○市民の生命・財産を災害から守るために策定された，国土強靭化地域計画※，地域防災
計画※等については，随時検証していく必要があります。

取組名⑥ 防災意識の啓発 タイトル修正の有無

取組名⑦ 原子力防災対策 タイトル修正の有無

取組名⑤ 災害時連携体制の確立 タイトル修正の有無

取組名② 災害時の情報伝達手段の整備 タイトル修正の有無

取組名③ 避難行動要支援者対策 タイトル修正の有無

取組数 7 該当SDGs 1.貧困／11.持続可能都市／13.気候変動／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 災害への備え タイトル修正の有無

大綱 Ⅰ 災害に強く　安全安心に暮らせるまちづくり

施策 1 防災力の強化

取組名④ 地域防災の取組への支援 タイトル修正の有無
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現状と

課題

⑥

見出し 防災意識の啓発

本文

○防災マップや各種ハザードマップ等について，沿岸地域の各戸配布や，自治会・自主防
災会，窓口等を通じて配布しているほか，ホームページで公開し，防災知識について広く
周知啓発を行っています。今後も引続き，防災意識の向上を図る必要があります。
○東日本大震災の経験が風化しないよう，訓練や講座を通して地域全体の防災意識を啓発
し，防災力の更なる向上を図っていく必要があります。
○学校においては，災害に関する知識・理解，緊急時の安全な行動について指導していま
すが，児童生徒の発達段階に応じ，実践的な行動力を育成することが必要です。
〇耐震性が不足している既存の木造住宅について，耐震化を促進し，災害時の安全性を確
保するため，所有者の意識啓発を図る必要があります。

現状と

課題

⑦

見出し 原子力施設等の安全確保及び実効性のある避難計画の策定と安定ヨウ素剤※の配布率向上

本文

○本市周辺には17の原子力事業所が立地しており，原子力施設周辺の安全を確保するた
め，原子力事業所と県，所在市町村が当事者となり原子力安全協定※を締結しています。
本市では11事業所と原子力安全協定を，6事業所と通報連絡協定を締結し，立入調査等に
より原子力施設の運転状況の把握，安全確認等を行っています。
○原子力災害時の避難については，避難が広域に及ぶことから，複合災害や災害弱者への
対応など課題が山積しています。引き続き，国・県・関係市町村と連携し，避難先市町村
とも協議を進めながら，実効性のある避難計画を策定していく必要があります。
○東海第二原発の対応としては，従来の原子力安全協定の範囲及び権限の拡大について見
直しを求め，平成３０年３月に，当初から求めてきた権限を明記した「新安全協定」※を
原子力所在地域首長懇談会構成市村と日本原電との間で締結しました。
○東海第二原発の再稼動問題については，新安全協定に基づき，原子力所在地域首長懇談
会の構成市村と連携し，原子力所在地域の自治体として責任のある対応をしていきます。
○安定ヨウ素剤の事前配布については，国がPAZ※圏内に対象を限定しているものの，原
子力災害の影響はその範囲に留まるものではないことから，全市民を対象に実施していま
す。
○安定ヨウ素剤の使用期限に伴う更新時には，再度の受取が少なく配布率が減少する傾向
があります。特に効果が高いとされる若い世代の配布率向上に重点を置いて，引き続き配
布率向上に努める必要があります。

現状と

課題

④

見出し 防災リーダーの育成

本文

○全ての自治会において自主防災会※が結成され，それぞれの地域の実状に即した防災へ
の取組が進められていますが，防災リーダーの育成等，地域防災力の更なる強化が求めら
れています。
○災害発生時において，社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを開設し，災害ボラ
ンティアの登録を行うとともに，支援のマッチングを行いボランティアを派遣する体制を
構築しています。また，平常時には，社会福祉協議会，自治会，民生委員，市等を構成員
として「災害ボランティアネットワーク連絡会」を組織し，研修や情報交換を行っていま
す。
○自治会未結成地区においては自主防災会も組織されていないため，自治会設立と併せて
自主防災会の結成を促進する必要があります。

現状と

課題

⑤

見出し 災害時連携体制の確立

本文

○災害時の生活物資や資機材の提供，福祉避難所※の設置，応急対策・医療救護の対応な
どについて，41民間事業者と災害時応援協定を締結しています。
○応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため，県内の全自治体，姉妹都市の石巻市・那
須塩原市のほか，市川市，富士市，茅ヶ崎市，四街道市と災害時相互応援協定を締結して
います。また，原子力災害時における広域避難受入にかかる協定を県内14市町村，県外10
市町と締結しています。
○北関東・新潟地域連携軸推進協議会※を構成する茨城，栃木，群馬，新潟の各県の北関
東自動車道※等の高速道路沿線自治体間において，災害時の相互応援に関する規約を結ん
でいます。
○災害発生時，市単独での対応が困難な場合に備え，平常時から応援協定を締結している
機関・団体・自治体と連携を図っておく必要があります。
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○防災・減災のための計画策定及びその実施推進
○防災関係機関との協議・関係強化

市民
〇各家庭での備蓄や家具固定等の防災対策
○自主防災会における防災対策

事業者等 〇事業種別に応じた防災対策の充実

取組①

取組名 災害への備え 総合戦略への位置付け

方針

〇災害時における自助・共助・公助が
機能するように，本市の防災対策の指
針となる地域防災計画を見直すととも
に，備蓄体制，受援体制を整備しま
す。
○防災活動の習熟や協力体制の強化を
図るため，自主防災会をはじめ，防災
関係機関，団体等の広範囲な参加の
下，総合的な防災訓練を実施するとと
もに，課題や問題点を共有し，防災対
策に反映していきます。
○各種個別計画の策定や災害関連マ
ニュアル等を計画的に整備します。
○避難所の開設が長期化した場合にお
ける，地域の住民との連携や，女性，
身体に障害のある方，妊産婦や乳幼児
などに配慮した運営のあり方を検討し
ます。
〇感染症と自然災害が重なる複合災害
においては，避難所の衛生管理と過密
状態の防止に努め，また避難方法の多
様化を検討していきます。

主な取組

○地域防災計画の見直し

○総合防災訓練の実施及び自主防災会
との意見交換会の開催

○災害関連マニュアル等の整備

〇災害備蓄品の拡充

役割

市

丸剤：16.5%　ゼリー剤：59.8 丸剤：50%　ゼリー剤：80%

自主防災会の訓練実施率 100% 100%

施策

評価指標⑤

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

協定締結自治体との協議のフォローアップ率

施策

評価指標⑦

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

100% 100%

施策

評価指標⑥

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

安定ヨウ素剤配布率

施策

評価指標④

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

防災士登録者数 189人 300人

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

避難行動要支援体制の構築率 95.7% 100%

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

安心安全メール(防災情報)への登録者数 3,200人 7,500人

数値目標

成果指標

防災対策（防災力の強化・防災基盤の整備）に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.19 3.24

総合防災訓練への参加者数 8,300人 10,000人

3.81

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

施策

評価指標③
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取組④

取組名 地域防災の取組への支援 総合戦略への位置付け

方針

○身近な地域の防災体制の強化を図る
ため，自主防災会独自の防災訓練の支
援や，防災講演会・研修会の周知，総
合防災訓練への参画，備蓄品の購入支
援，地域の防災リーダー育成支援な
ど，自主防災会の活動に対する支援を
行っていきます。
○災害時に社会福祉協議会が災害ボラ
ンティアセンターを迅速かつ的確に運
営できるよう，災害ボランティアネッ
トワーク連絡会を通じて定期的な情報
交換，模擬訓練等を行い，効果的な災
害支援策について引き続き検討してい
きます。

主な取組

役割

市
○自主防災会に対する支援
○災害ボランティア活動への支援

市民
○自主防災会の結成
○地域での防災活動の実施

事業者等 ○社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの開設

〇避難行動要支援者の安否確認計画の策定
○災害時の支援

事業者等

○自主防災会の運営支援

○災害ボランティアネットワーク
への参画及びボランティアセン
ターとの連携

取組③

取組名 避難行動要支援者対策 総合戦略への位置付け

方針

○自治会や民生委員等，地域支援者の
理解・協力を得ながら，避難行動要支
援者の地域ぐるみでの支援体制を充実
させていきます。
○定期的に避難行動要支援者の名簿を
更新し，自治会と情報を共有していき
ます。

主な取組

○避難行動要支援者支援制度の運用

役割

市
○自治会，民生委員等への周知
○対象者のとりまとめ

市民

取組②

取組名 災害時の情報伝達手段の整備 総合戦略への位置付け

方針

○防災情報の伝達手段や通信連絡手段
を確保するため，防災行政無線等の通
信機器を適切に運用していきます。
○情報技術の向上に応じて新たな通信
手段を導入し，多様な情報伝達手段を
確保します。

主な取組

○防災行政無線の運用・維持管理

役割

市

市民

事業者等

○無線通信機，衛星電話，Em-Net
※等の運用・維持管理

○J-アラート，緊急速報（エリ
ア）メール，安全安心メール，L-
アラート※，SNS，アプリ等の運
用・維持管理
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役割

市

市民

事業者等

取組⑦

取組名 原子力防災対策 総合戦略への位置付け

方針

○原子力災害時の避難について，国・
県・関係市町村と連携し，避難先市町
村とも協議を進めながら，実効性のあ
る避難計画を策定していきます。ま
た，東海第二原発については，新安全
協定に基づき，再稼動問題に対して，
県央・県北地域の市町村と連携し，県
及び事業者とも協議を行いながら，原
子力所在地域の自治体として責任のあ
る対応を行っていきます。
○全市民を対象に薬局配布方式による
安定ヨウ素剤の事前配布を実施しま
す。
○原子力の専門家を原子力アドバイ
ザー※として委嘱し，平時から原子力
防災対策の強化を図るとともに，万一
原子力災害が発生した場合には，専門
的見地からのアドバイスを得て迅速か
つ適切に対応していきます。
○国，県，事業者と連携の下，原子力
事業所周辺区域の環境放射線を測定，
評価していきます。

主な取組

○広域避難受入れ自治体との協議

○茨城県東海地区環境放射線監視
委員会への参画

○原子力所在地域首長懇談会及び
東海第二発電所安全対策首長会議
への参画

○安定ヨウ素剤の全市民に対する
事前配布

○新安全協定の運用

○原子力災害時の広域避難計画の策定

役割

市
○防災意識の啓発
○防災教育の実施
○総合防災訓練の実施

市民 〇自主的な個別防災訓練の実施

事業者等 〇自主的な個別防災訓練の実施

○総合防災訓練の実施及び個別訓
練の推奨

○災害時応援協定に基づく災害発生時の支援

○旧耐震基準で建築された木造住
宅※への耐震改修費補助

取組⑥

取組名 防災意識の啓発 総合戦略への位置付け

方針

○防災マップ，津波や土砂災害などの
各種ハザードマップ等を活用し，市民
の防災意識を醸成します。また，学校
においては，発達段階に応じた防災教
育を行い，地域の中での実践や行動す
る力を育んでいきます。
○自主防災会，防災関係機関，団体，
市民などの広範囲な方々の参加の下，
実践的な総合防災訓練を実施するとと
もに，個人・企業・団体等の個別訓練
の実施を奨励し，防災意識の向上を
図っていきます。
○耐震性が不足する木造住宅の倒壊等
による被害の軽減のため，耐震化に要
する費用の一部を補助する制度を設
け，建物所有者の防災意識の向上と耐
震化の促進を図ります。

主な取組

取組⑤

取組名 災害時連携体制の確立 総合戦略への位置付け

方針

○災害時に必要な協力を得られるよ
う，民間事業者等と災害時応援協定を
締結・運用します。
○災害時の応急対策及び復旧対策を円
滑に遂行できるよう，災害時相互応援
協定を締結した自治体と緊密な情報交
換を行うとともに，必要に応じて，新
たな協定の締結について検討し，災害
対応の体制強化を図ります。

役割

市 ○協定の締結・運用

市民

事業者等

○防災マップ・各種ハザードマッ
プ，市報等を活用した防災知識の
普及啓発

○学校における防災教育の実施

○自治体との災害時相互応援協定
の運用及び協定都市事務連絡会に
おける意見・情報の交換

主な取組

○民間事業者との災害時応援協定
に基づく情報交換，訓練等の実施
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主に関係する課所 生活安全課，市民活動課，指導課，健康推進課，建築指導課

※避難行動要支援者…高齢者，障害者，乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する者
のうち，災害発生時の避難等に特に支援を要する者。
※国土強靭化地域計画…国土強靭化基本法の規定に基づき，地方公共団体が策定。事前防
災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を，まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な
取組として計画的に実施し，強靭な地域を推進するための計画。
※地域防災計画…災害対策基本法に基づき地方公共団体が作成する，風水害，地震災害，
原子力災害等の地域防災に関する計画書。
※防災行政無線…防災関係機関への連絡や，住民へ防災情報を伝達する無線通信システ
ム。同時に複数の相手方に伝達する同報系と，主に行政機関内の通信を目的とした移動系
の2タイプがある。（本稿では主に同報系について述べている）
※緊急速報（エリア）メール…気象庁が配信する緊急地震速報，津波警報，気象等に関す
る特別警報，国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を，回線混雑の影響を受けずに
携帯電話で受信することができるメール。
※L-アラート…大規模災害発生時などに情報を迅速に伝えるための情報基盤であり，地方
公共団体やライフライン関連事業者などの「情報発信者」と，新聞社や通信事業者など情
報を住民に伝える「情報伝達者」がこの情報基盤を共通に利用して効率的な情報伝達をす
るシステム。災害情報共有システム
※Em-Net…行政専用回線である総合行政ネットワーク「LGWAN」を利用した，国と地方公
共団体間で緊急情報を相互に通信するシステム。緊急情報ネットワークシステム
※自主防災会…自治会の会員等を中心とした災害時に自主的に活動を行う防災組織
※福祉避難所…介護が必要な高齢者や障害者など一般の避難所では生活に支障をきたす人
のための，バリアフリー化が図られた避難所。
※北関東・新潟地域連携軸推進協議会…北関東及び新潟県地域の高速道路・国道網，鉄道
網等の沿線上に位置する自治体の連携・交流を目的に設立された組織。
※北関東自動車道…群馬県高崎市とひたちなか市を結ぶ総延長約150㎞の高規格幹線道
路。
※原子力安全協定…原子力事業者と地元自治体との間で締結される｢原子力施設周辺の安
全確保及び環境保全に関する協定｣の略称。
※新安全協定…平成30年3月に日本原電との間で新たに締結した「日本原子力発電株式会
社東海第二発電所の新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転に係る原子力発電所周辺の安
全確保及び環境保全に関する協定書」の略称
※PAZ…原子力施設からおおむね半径5㎞圏内。放射性物質が放出される前の段階から予防
的に屋内退避，避難等を行う。Precautinonary Action Zone
※安定ヨウ素剤…放射性でないヨウ素を内服用に製剤化したもの。臨界事故の発生時に放
出される「放射性ヨウ素」は，呼吸や食事などから特に甲状腺に吸収されやすく，がんを
引き起こす可能性を高めるが，甲状腺での蓄積量には上限があることから，安定ヨウ素を
あらかじめ取り込むことで放射性ヨウ素の吸収を抑えるため，臨界事故の前か直後に服用
する。
※原子力アドバイザー…原子力災害時の支援や平常時の原子力広報活動への協力を目的に
市が委嘱する者。原子力分野に見識が広い者，又は学識経験者を対象としている。
※昭和56年5月31日以前の建築基準法の耐震基準で建築確認を受け建築された建築物
※ひたちなか市耐震改修促進計画…建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき，地方
公共団体が作成する。地震による建築物の倒壊等の被害を軽減するため，建築物の耐震診
断及び耐震改修の促進を図るための計画。

関連計画等 ひたちなか市国土強靭化地域計画，ひたちなか市地域防災計画，ひたちなか市耐震改修促進計画※

用語解説
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成果指標

防災対策（防災力の強化・防災基盤の整備）に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.19 3.24 3.81

大綱 Ⅰ 災害に強く　安全安心に暮らせるまちづくり

施策 2 防災基盤の整備

取組名② 安全な施設整備 タイトル修正の有無

52.3%

施策

評価指標③

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

配水管の耐震化率 44.8%

数値目標

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

防災備蓄量＝食料備蓄量/（想定避難者数×3食×1日）×100 99.3% 100%

現状と

課題

②

見出し 避難所や配水管の耐震化

本文

〇指定避難所のうち，耐震化が完了していない施設について耐震補強等を実施する必要が
あります。
○構造物の劣化や設備の老朽化が進行した現在の上坪浄水場に代わる施設として，東日本
大震災の経験を踏まえ，非常用発電設備や応急給水設備を備えた，大規模な地震にも耐え
られる「強靭な水道施設」の建設を進めています。
○事業拡張期に埋設された配水管は，老朽化し更新時期を迎えています。効率的に更新す
るために，優先順位を定め，耐震性の低い配水管を優先的に更新し耐震化率の向上を図る
必要があります。

基本方針

(構想より)

　津波や原子力事故をはじめとした災害の際に，安全・円滑に避難するための経路となる道路等を
整備します。また，災害時の避難所となる学校施設の耐震化や耐震性の高い水道施設への更新な
ど，防災基盤の整備を推進します。

現状と

課題

①

見出し 避難経路の整備

本文

○災害時の避難者輸送及び応急対策に使用する資機材等の運搬を迅速かつ的確に行うた
め，県が主要な道路を緊急輸送道路※に指定しています。
○原子力事故時の避難経路として想定される広域幹線道路や市道等を整備しています。
○備蓄品については，全避難所に防災備蓄倉庫※を設置し，分散管理しています。乳幼児
や高齢者に対応した物資の配備や備蓄の数量を検討する必要があります。
〇災害時における避難路※の機能と安全性を確保するため，避難路に面する倒壊の危険性
があるブロック塀等を撤去するなど，適切な管理に関する意識啓発を図る必要がありま
す。
〇緊急輸送道路や防災拠点周辺の道路については，防災に資する道路としての機能を確保
するため，無電柱化を推進する必要があります。

取組数 2 該当SDGs 1.貧困／11.持続可能都市／13.気候変動

取組名① 避難機能の強化・避難路の整備 タイトル修正の有無

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

避難所となっている施設の耐震化率 96.7% 100%
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関連計画等
ひたちなか市国土強靭化地域計画，ひたちなか市地域防災計画，ひたちなか市水道事業基
本計画，ひたちなか市水道事業管路更新基本計画，ひたちなか市耐震改修促進計画

主に関係する課所 生活安全課，水道事業所，建築指導課，管財課，道路建設課，道路管理課

用語解説

※緊急輸送道路…高速自動車国道や一般国道，これらを連絡する幹線道路のほか，知事等
が指定する防災拠点を相互に連絡する道路など，災害時の救援支援活動や物資輸送活動等
を円滑に行うための緊急輸送に関する計画に都道府県が位置付ける道路。
※防災備蓄倉庫…非常食や生活用品，救助資機材などが保管・備蓄されている倉庫。
※避難路…ひたちなか市地域防災計画において定める指定避難所及び防災協定を締結して
いる一次避難所から半径2キロメートル圏内に存する道路や津波ハザードマップで示す主
な避難路

役割

市

市民

事業者等

取組②

取組名 安全な施設整備 総合戦略への位置付け

方針

○ 大規模自然災害発生時に防災拠点
となる公共施設について，耐震化等を
進めていきます。
〇 指定避難所や学校教育施設，子育
て関連施設について，災害時に活用で
きるよう新たな施設整備や，計画的な
維持修繕を行います。
〇避難所や病院，防災施設など重要給
水施設への配水管を優先的に更新し，
災害に強い配水管の整備を進めます。

主な取組

○配水管の布設替え

役割

市

市民

事業者等

○公共施設の耐震化

○指定避難所の計画的な維持修繕

主な取組

○防災倉庫における分散備蓄及び
基幹的防災倉庫による補充物資の
集中備蓄

新規

〇避難路に面する倒壊の危険性の
あるブロック塀等の撤去費用にか
かる一部補助

○無電柱化に向けた取組の検討

取組①

取組名 避難機能の強化・避難路の整備 総合戦略への位置付け

方針

○災害時における避難者輸送及び救援
物資等の搬送は，県指定の緊急輸送道
路ネットワーク計画に基づき行いま
す。
○各避難所の防災倉庫に備えた非常食
糧，防災資機材の維持管理に努めると
ともに，基幹的防災備蓄倉庫の建設に
より，物資を追加補充する体制を整備
していきます。
○地震発生時における避難路の機能と
安全性を確保するため，倒壊等の恐れ
があるブロック塀等の撤去に係る費用
の一部を補助します。
○災害時の救急活動を円滑に行えるよ
う，無電柱化の取組を検討します。
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大綱 Ⅰ 災害に強く 安全安心に暮らせるまちづくり

施策 3 治水対策

基本方針

(構想より)

　急速な都市化の進展に伴う浸水被害を解消するため，雨水幹線の整備及びその流入先となる河川
の改修を計画的に推進するとともに，中丸川については，県の実施する多目的遊水地※事業と調整
を図りながら，親水性中央公園※を整備します。
　また，台風などによる大規模な水害や津波・高潮による被害を防止するため，那珂川の築堤や沿
岸部の高潮対策を促進します。

現状と

課題

①

見出し 河川改修と一体的な雨水幹線の整備

本文

○雨水幹線については，平成28年8月の集中豪雨による浸水被害解消に向け策定した中丸
川流域における浸水被害軽減プランに基づき，河川改修の進捗との整合を図りながら一体
的に進めていく必要があります。
○令和元年台風第19号において，甚大な被害が発生した那珂川水系における今後の治水対
策を関係機関等と連携して進めていく必要があります。
【河川の状況　一覧表】

取組数 1 該当SDGs 1.貧困／11.持続可能都市／13.気候変動／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 河川・雨水幹線の整備 タイトル修正の有無

数値目標

成果指標

河川，雨水幹線の整備（冠水被害対策）に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.02 3.07

一級河川大川改修事業（河川改修率） 68.9% 100%

3.80

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)
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○河川の改修・維持管理

○雨水幹線の整備・維持管理

○国・県管理河川の堤防等の整備
や改修の促進の要望

取組①

取組名 河川・雨水幹線の整備 総合戦略への位置付け

方針

○那珂川は，未整備区域である下水浄
化センターより下流部の築堤整備とと
もに，津波・高潮対策として河口付近
の防潮堤の嵩上げ及び中丸川・早戸川
合流地点の常設排水ポンプ及び監視カ
メラ設置について国へ要望を行いま
す。
○中丸川は，多目的遊水地を含めた未
改修区間について，県へ整備促進の要
望を行います。
○本郷川は，未整備の区間について，
県へ整備促進の要望を行うとともに，
大川は，冠水被害解消に向け，改修工
事の早期完了を目指していきます。
○雨水幹線は，平成28年8月の集中豪
雨による浸水被害解消に向け策定した
中丸川流域における浸水被害軽減プラ
ンに基づき計画的に整備を進めていき
ます。
○雨水の流出を抑制し，1時間当たり
70㎜の降雨に対応するため，公園・学
校における地表上貯留施設の整備や各
戸での浸透施設の設置促進に努めま
す。
○那珂川緊急治水対策プロジェクトに
基づき，これまでの治水対策を加速化
させ，堤防整備など河道の流下能力の
向上を推進します。

主な取組

用語解説

※多目的遊水地事業…河川の氾濫抑制施策として防災調整池等をつくり，合わせて公園，
緑地，スポーツ施設等を整備して多目的な利用を図る事業。
※親水性中央公園…水辺の景観や自然などに近づきやすく，また直接水と触れ合うことで
水に親しみを感じられる憩いの場として，中丸川多目的遊水地事業と合わせて整備される
公園。

役割

市
○河川の改修・維持管理
○雨水幹線の整備・維持管理

市民 ○河川美化活動への参加

事業者等 ○河川美化活動への参加

関連計画等
中丸川流域における浸水被害軽減プラン（100mm/h安心プラン），水のマスタープラン，
那珂川緊急治水対策プロジェクト

主に関係する課所 河川課
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大綱 Ⅰ 災害に強く 安全安心に暮らせるまちづくり

施策 4 危機管理

基本方針

(構想より)

　幅広い地域に大きな被害が及ぶおそれのある新しい感染症や大規模な事件・事故などの発生に対
して，平素から備え，予防に取り組むとともに，万一発生した際には，被害を最小限に食い止め，
適切かつ速やかに対応できる体制づくりに努めます。

現状と

課題

①

見出し 危機管理能力の向上と体制整備

本文

○武力攻撃事態などに対し，国・県と連携した避難指示や救援への協力などを行うことを
定めた「ひたちなか市国民保護計画」※を策定しています。武力攻撃等の非常事態におい
ては，市単独での対応が困難であることから，国・県と連携して対応する必要がありま
す。
○様々な危機発生の予防対策や緊急時の応急対策などについて定める「危機管理マニュア
ル」が整備されています。マニュアルに基づく非常時の対応について，全庁的に情報を共
有し，職員の危機管理能力の向上を図る必要があります。
○地震，風水害，津波等への対応を定めた地域防災計画や，新型インフルエンザ等の感染
症への対応を定めた「ひたちなか市新型インフルエンザ等対策行動計画」※などを策定し
ています。
○令和2年の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ，未知の感染症を含め，海外で発生
する様々な感染症などのまん延を防止し，市民生活への影響を抑えるための体制を整える
必要があります。

取組数 1 該当SDGs 16.平和・公正

取組名① 危機管理体制の確立 タイトル修正の有無

数値目標

成果指標

防災対策（防災力の強化・防災基盤の整備）に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.19 3.24

国民保護訓練参加率（通信訓練含む） 100% 100%

3.81

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)
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○国民保護計画の運用

○各分野の危機管理マニュアルの
運用

〇関係機関との連絡体制の確保

取組①

取組名 危機管理体制の確立 総合戦略への位置付け

方針

○武力攻撃事態などから市民の生命，
身体及び財産を保護し，生活や経済に
及ぶ影響が最小となるよう，万一の事
態が発生した際には「ひたちなか市国
民保護計画」に定めるひたちなか市国
民保護対策本部等を設置し，市民の保
護のための措置を的確かつ迅速に実施
します。
○市民や地域に被害が及ぶおそれがあ
る様々な危機の発生を防止するととも
に，万一発生した場合に迅速かつ的確
な対応を講じて被害を最小限にくい止
めるため，各分野・施設ごとの「危機
管理マニュアル」を適切に運用しま
す。また，必要に応じて適宜見直しを
行い，未知の感染症その他の市民生活
などに多大な影響を及ぼすおそれのあ
る事態に対応する体制を整えていきま
す。
○ワクチンや治療薬がなく，感染の防
御が極めて困難で感染すると重症化す
る恐れがあり，市民の生命を脅かす感
染症が発生した際には，「ひたちなか
市新型インフルエンザ等対策行動計
画」に基づき，病原体の特徴や流行の
状況等を踏まえ，ひたちなか市新型イ
ンフルエンザ等対策本部等を設置し，
国，県，事業者と連携を図りながら，
感染拡大防止のために必要な措置を講
じます。

主な取組

用語解説

※ひたちなか市国民保護計画…武力攻撃や大規模テロ等の事態において，市民の生命，身
体及び財産を守ることを目的として，「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置
に関する法律」等の関係法令及び茨城県国民保護計画に基づき策定された計画。
※ひたちなか市新型インフルエンザ等対策行動計画…新型インフルエンザや新感染症によ
る健康被害とこれに伴う社会的影響が懸念されることから，これらの感染症の危機に対処
するために定められた計画。発生した感染症の特性に応じて，様々な状況に対応できるよ
う，対策の選択肢を示している。

役割

市 〇危機管理マニュアルの運用・見直し

市民 〇感染症拡大時における活動自粛要請への協力

事業者等 〇感染症拡大時における営業自粛要請への協力

関連計画等
ひたちなか市国民保護計画，地域防災計画，ひたちなか市新型インフルエンザ等対策行動
計画，危機管理ガイドライン

主に関係する課所 生活安全課，健康推進課，農政課
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基本方針

(構想より)

　災害や緊急時に迅速かつ的確に対応するため，東海村との広域消防・救急体制の更なる充実強化
を図るとともに，消防団と緊密に連携し，地域に密着した消防体制づくりに努めます。また，火災
を未然に防ぐとともに被害を軽減するため，地域や家庭の防火意識の啓発に取り組むとともに，住
宅用火災警報器の設置を促進するなど防火対策を推進します。
　さらに，救命率の向上を図るため，応急手当法やAED※の普及啓発，バイスタンダー※の育成に努
めます。

現状と

課題

①

見出し 災害活動拠点としての機能確保と地域防災力の強化推進

本文

○ひたちなか・東海広域事務組合での消防広域化による，現場到着時間の短縮や人員・資
機材の適正配置等のスケールメリットを活かした，1本部4署の体制で市村の消防を担って
います。
○複雑多様化する災害に対し，効果的な出動体制づくりを推進し，消防施設や消防車両，
資機材の充実に努めるとともに，これらを適切に管理・運用し，災害活動拠点としての機
能を確保する必要があります。
○消防指令システム及び消防・救急デジタル無線システムを独自に整備し，管轄域の通信
指令体制を確立しており，これらを適切に管理・運用していく必要があります。
○聴覚障害等があっても，携帯電話で外出先から的確な通報ができる「Net119」や日本語
が話せない外国人からの通報に対する通訳サービスなど情報伝達の多様化に対応していま
す。
○消防団は，市内各地区に全29個分団が配置され，地域防災の要として活動しています。
また，女性団員で構成される１個分団が，広報活動などで活躍しています。しかしなが
ら，消防団員は，条例定数400人に対し，385人前後となっており，団員の確保に努めると
ともに，資機材の充実を図る必要があります。
○火災件数は，緩やかな減少傾向にありますが，近年放火又は放火の疑いによる火災が増
加傾向にあります。住宅火災の被害軽減のため，住宅用火災警報器※の早期設置と器具点
検を推進するとともに，放火対策等の普及啓発が必要となっています。
○建築物の大規模化，高層・深層化，用途や管理形態の多様化が進んでいます。特に，事
業所の防火管理体制を強化するため，適切な指導や違反是正による防火安全対策を推進す
る必要があります。
○ひとり暮らし高齢者宅の防火診断を実施し，防災対策の実態把握や必要な指導を実施し
ていますが，高齢化の進展により高齢者世帯へのさらなる火災予防の推進が求められてい
ます。
○火災予防広報を通じて，各家庭や地域単位で防火意識の高揚を図る必要があります。

施策

評価指標①

目標・指標名数値目標

現状と

課題

②

見出し 安定した救急体制の維持とバイスタンダー育成の推進

本文

○ひたちなか・東海広域事務組合において市村の救急業務を担っています。
○高度な救急サービスを提供するため，救急救命士の養成等の人材育成に努めています
が，救急救命士や救急隊員を計画的に養成し，出動件数の増加に備えた，安定した救急体
制の維持に努める必要があります。
○茨城県ドクターヘリや防災ヘリと連携した救急活動が迅速な患者搬送に効果を上げてい
ますが，増大する救急需要と多様化するニーズに対応するため，今後も継続して救急業務
の高度化に取り組む必要があります。
○頻繁に出動する高規格救急自動車及び積載する資機材は，計画的に更新する必要があり
ます。
○高齢人口の増加に伴い，更なる救急需要の増大が見込まれており，家庭における予防救
急や救急車の適正利用を推進する必要があります。
○市民の応急手当による奏功事例も増えており，バイスタンダー育成の効果が表れていま
すが，バイスタンダー育成講習会の質を向上するため，訓練用のAEDやダミー人形等の指
導用資機材を充実する必要があります。

整備事業の進捗率（本部・笹野署建替え） 0％ 100％

安定的な救急救命士の年間養成人数 2人 2人

現状値(R2) 目標値(R7)

該当SDGs 1.貧困／11.持続可能都市／13.気候変動／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 消防体制の強化 タイトル修正の有無

救急体制の強化 タイトル修正の有無

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

2

成果指標

消防・救急体制に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.54 3.59 3.58

大綱 Ⅰ 災害に強く 安全安心に暮らせるまちづくり

施策 5 消防・救急

取組名②

取組数
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○消防施設の充実

取組①

取組名 消防体制の強化 総合戦略への位置付け

方針

○複雑多様化する災害や高齢社会にお
ける消防需要に的確に対応するため，
消防職員の人材育成や能力開発に努
め，消防力の強化を図ります。
○老朽化した消防本部・笹野消防署庁
舎を建設し，本部機能の一元化ととも
に広域消防体制の基盤強化を図りま
す。
○消防施設の機能充実を図るととも
に，消防技術の進展に応じた高度消防
資機材，消防自動車などの計画的な整
備・更新による消防力の強化に努めま
す。
○地域に密着した消防団活動を充実す
るため，市報や自治会などを通じて消
防団への入団を呼びかけ，新たな団員
の確保を図るとともに，消防団のＰＲ
に努めます。
〇消防団員の安全を確保するため，装
備品の充実に努めます。また，消防団
の活動拠点となるコミュニティ消防セ
ンター※の改修や消防自動車の計画的
な更新を図ります。
○市民一人一人の防火意識を高め，住
宅火災の減少と火災被害の軽減を図る
とともに，自主防災組織の自発的な防
災訓練の促進を支援し，地域防災力の
向上を図ります。
○住宅用火災警報器の早期設置と機器
の点検を推進し，住宅火災の減少，被
害の軽減に努めます。
○防火対象物が大型化，複雑化，高層
化する中で，事業所や危険物施設に対
する適切な指導により防火安全対策強
化を図ります。また，違反対象物を公
表し，市民が利用する建物の危険性に
ついて情報提供するとともに，早期の
違反是正を促します。
○消防団や社会福祉協議会と連携し
て，ひとり暮らし高齢者などへの防火
診断を引き続き実施し，高齢者世帯の
火災予防を推進します。
○いばらき消防指令センターと連携
し，円滑な災害情報の共有・伝達等，
効率的・効果的な消防通信体制の構築
に努めます。
○近年の気候変動の影響により，発生
頻度が増大する自然災害等に対応する
ため救助技術の高度化を図ります。

事業者等 ○ひたちなか市防火安全協会員事業所による防火意識の啓発

○指揮隊※機能の強化

○コミュニティ消防センターの充実

○計画的な分団消防ポンプ車両の更新

○防火対象物の立入検査

新規

○消防車両の整備・更新

○高度救助隊の創設※

○住宅用火災警報器の設置促進，
防火広報，防火診断の推進等によ
る住宅防火対策

拡充 ○救助隊員の養成

○防火防災訓練の支援

○消防通信施設の整備・更新

○消防団員装備品の充実

拡充

役割

市

○消防本部・団の施設・車両等の計画的整備
○防火広報による防火意識の普及啓発
○防火対象物の立入検査，指導・違反是正
○ひとり暮らし高齢者世帯への防火診断
○多様な緊急通報方法の普及啓発
〇救助隊員の育成・教育

市民

主な取組

○消防職員の各種研修，訓練を通
じた人材育成

○消防本部・笹野消防署庁舎の建設
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新規 ○日勤救急隊・救急支援隊の創設

役割

市
〇救急救命士及び救急隊員の育成・教育
〇高規格救急自動車・資機材の充実
〇応急手当の普及促進

市民 〇応急手当の理解・習得

事業者等 〇応急手当の理解・習得

取組②

取組名 救急体制の強化 総合戦略への位置付け

方針

○救急業務の高度化に必要な専門知
識・技術の取得のため，教育訓練や実
務研修等を通じ隊員の救急技術の向上
を図るとともに，救急救命士と救急隊
員を計画的に養成し，高齢社会の救急
需要への対応と安定的な救急高度化に
努めます。
○救急救命士の医療機関における再教
育訓練を徹底し，資質と技術の向上を
図り，市民に信頼される救急体制を推
進します。
○医療機関やドクターヘリとの連携強
化，ICT※の活用等による病院収容に
係る所要時間の短縮を図るとともに，
常時迅速な指示，指導，助言が受けら
れる体制の充実を図ります。
○多様化する救急事例に対し，質の高
い救急活動を確保するため，活動内容
を医学的見地から検証し，総合的な救
急活動の高度化を図ります。
○計画的に高規格救急自動車※を更新
するとともに，救急技術の進展に即し
た資機材の整備を行っていきます。
○e-ラーニング活用などの環境整備
や，AEDを使用した応急手当法の普及
啓発などにより，効率的・効果的なバ
イスタンダーの育成を進めます。

主な取組

○予防救急の推進

拡充 ○ワークステーション型救急車

運行体制の整備※

○メディカルコントロール体制※の充実

○応急手当の普及促進

○救急救命士及び救急隊員の養成

○高規格救急自動車の更新
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用語解説

関連計画等

主に関係する課所 広域消防本部，生活安全課

【火災発生件数の推移　棒グラフ】
【救急車出動件数の推移　棒グラフ】
【救急車出動事由の内訳　円グラフ】

※AED…心臓がけいれん（細動）し，機能停止状態の者に電気的な刺激を与え，細動を取
り除くために使用される医療機器のこと。
自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator）
※バイスタンダー…救急現場に居合わせた際に救急隊員が到着するまでの間，傷病者に応
急手当を実施する人を指す。
※住宅用火災警報器…一般住宅用の火災警報器で，煙式，熱式等がある。消防法等の改正
により，一般住宅への設置が義務付けられている。
※コミュニティ消防センター…地域の消防防災拠点施設として，防災意識の向上と住民生
活の安全に寄与するための施設。
※指揮隊…災害現場で災害実態や被害状況の把握を迅速に行い，部隊を効果的に展開する
とともに情報を収集管理し報道対応等のほか安全管理を含め総合的な統括を行う。
※高度救助隊…救助省令に基づき，人口10 万人以上の消防常備市町村には、特別救助隊
が設置され，中核市等では１以上の特別救助隊を高度救助隊とすることとされている。
※ICT…情報・通信に関連する技術一般の総称。ほぼ同義であるＩＴ（Information
Technology）に対し，ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた用語。
Information & Communication Technology
※高規格救急自動車…救急救命士による高度な処置を行うことができる資機材を積載して
いる救急自動車のこと。
※メディカルコントロール体制…医学的観点から救急隊員が行う応急措置等の質を保障す
ること。具体的には，医師から速やかに指示，指導，助言が受けられる体制，救急事例を
検証し，質の向上に役立てる体制，救急救命士の再教育体制の総称のこと。
※ワークステーション型救急車運行体制…消防本部の救急隊員が，医療機関で病院研修を
受けながら待機し，救急車を出動させる体制。
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Ⅰ 災害に強く 安全安心に暮らせるまちづくり

施策 6 防犯

基本方針

(構想より)

　防犯パトロールなど地域が取り組む防犯活動を支援するとともに，防犯灯の設置や維持・管理を
促進するなど，犯罪のないまちづくりに努めます。
　高齢化，核家族化の進行に伴い増加が予想される空き家への対応については，「空家等対策の推
進に関する特別措置法」※及び本市独自の条例に基づき，所有者への適正管理の指導や事前相談，
安全対策，利活用の促進等に取り組みます。
　また，多様化，複雑化する消費者トラブルや詐欺などの犯罪被害を未然に防止する取組や相談体
制の充実を図ります。

現状と

課題

①

見出し 防犯意識の啓発と防犯活動の支援

本文

○ひたちなか地区防犯協会や防犯ボランティア団体などにより，防犯意識を啓発する街頭
キャンペーン，防犯パトロール等が実施されていますが，防犯活動への参加者の高齢化が
進んでいます。
○自治会等が行う防犯パトロール等の安全なまちづくり活動に対し，補助金交付などの支
援を実施していますが，活動内容が多岐に渡ることから，様々な活動を広く支援できるよ
う，交付要件の見直しなどを検討する必要があります。
○東地区保護司会などの更生保護関連団体の活動を支援するとともに，それらの団体と連
携し「社会を明るくする運動」※に取り組んでいます。引き続き，インターネットを通じ
てのいじめなど，青少年の非行防止に関する取り組みを推進する必要があります。

取組名② 防犯環境の整備 タイトル修正の有無

取組名④ 消費生活 タイトル修正の有無

取組名③ 空き家等対策 タイトル修正の有無

取組数 4 該当SDGs 11.持続可能都市／16.平和・公正／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 防犯活動の推進 タイトル修正の有無

大綱
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施策

評価指標③

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

空き家有効活用数 1件 6件

数値目標

施策

評価指標④

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

自動通話録音装置の貸出台数 98台 100台

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

防犯灯維持管理費補助件数 8,926灯 9,350灯

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

自主防犯活動団体組織率※ 91.5% 92.7%

現状と

課題

②

見出し 防犯灯の設置・維持管理

本文
○自治会による防犯灯の設置・維持管理に対し助成を行っています。また，水銀灯等の撤
去や，防犯灯のLED化に対する助成も実施していますが，防犯灯のLED化に要する費用の地
域負担分が自治会財政を圧迫しており，補助金額の見直しが課題となっています。

現状と

課題

④

見出し 複雑化・多様化する消費者問題

本文

○悪質商法※やニセ電話詐欺などの被害を防止するため，自治会や社会福祉協議会と連携
しながら，消費生活相談員，消費生活啓発推進員と協働で，市政ふれあい講座を開催して
います。高齢者本人のみならず高齢者を支援する人たちへの啓発も不可欠となっていま
す。
○消費生活に関する相談は，通信機器の急速な普及や国際化の進展を背景に複雑化・多様
化しています。また，架空請求や悪質商法などの相談を中心に，高齢者からの相談が増加
しています。
○複雑化・多様化する消費者問題に対応するため，消費生活相談員の更なる知識の習得や
技術の向上が求められます。

現状と

課題

③

見出し 総合的な空き家対策

本文

○空き家は今後も増え続けることが想定されており，特に周囲に悪影響を及ぼす空き家の
発生を未然に防ぐことが重要なことから，空き家の所有者等に対し，空き家問題の周知や
適正管理等の必要性について啓発を行い，関係機関への相談に繋げています。しかし，遠
方居住者や空き家になる可能性が高い高齢者への相談機会の提供が課題となっています。
○集会所や高齢者・子育てサロンなど，地域の交流拠点として空き家の活用を持続させて
いくためには，空き家所有者及び空き家の活用を希望する地域団体への周知・広報や，
マッチングさせる仕組みの構築が今後の課題となります。
〇適正な管理がされていない空き家の所有者等に対する助言や指導により，是正や解決な
ど一定の成果が得られていますが，相続人全員による相続放棄や経済的困窮など，問題解
決に時間を要する案件が蓄積されています。これらの空き家の危険性が切迫した場合は，
所有者等に代わり市が応急措置を実施しますが，費用回収の難しさが課題となっていま
す。

成果指標

防犯対策に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.09 3.14 3.79
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役割

市 ○防犯灯の設置・維持管理等に関する補助

市民 ○自治会による防犯灯の設置・維持管理等

事業者等

取組②

取組名 防犯環境の整備 総合戦略への位置付け

方針

○夜間における犯罪を未然に防止する
ため，自治会が通学路や住宅地に設置
する防犯灯の費用を引き続き助成して
いくとともに，補助内容の拡充を検討
します。

主な取組

重点 ○防犯灯設置費等補助金交付

新規

○防犯活動の支援
○防犯意識の啓発

市民
○自治会，青少年相談員等における防犯活動
○「社会を明るくする運動」への参画（保護司会，更生保護女性の会等）

事業者等

主な取組

○安全なまちづくり補助金交付事業

重点 ○犯罪予防活動支援事業

○「社会を明るくする運動」の実施

○地域の青少年相談員による巡回指導

取組①

取組名 防犯活動の推進 総合戦略への位置付け

方針

○地域の安全を確保するため，警察
署，防犯協会などの関係団体と連携し
ながら，地域による防犯活動を持続可
能なものとするための支援に取り組み
ます。
○地域主導による防犯活動を支援する
ため，引き続き街頭キャンペーンなど
を実施し，市民一人一人の防犯意識の
向上を図ります。
○関係団体とも連携しながら，「社会
を明るくする運動」を推進するととも
に，保護司会や更生保護女性の会によ
る保護観察活動や再犯防止活動，青少
年の非行防止活動などを支援し，犯罪
予防の推進を図ります。

役割

市
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○地域包括支援センターや警察な
ど関係機関との連携

〇移住・定住促進等を目的とした
空き家活用の仕組みづくり

○消費生活相談の実施

○適正な管理がされていない空き
家の所有者等に対する行政措置

重点

○消費啓発事業の実施

取組③

取組名 空き家等対策 総合戦略への位置付け

方針

○空家等対策計画に基づき，空き家の
「発生抑制」，「有効活用の促進」，
「適正な管理がされてない状態の解
消」の３つの考えを基本とした，総合
的な空き家対策を推進します。
○自治会等の地域や関係機関等との連
携により，空き家対策を推進します。

主な取組

役割

市
〇市民の安全・安心の確保
〇地域の活性化

市民 ○市への空き家情報の提供など

事業者等 ○市の空き家対策への協力

新規

○空き家の適正管理等に関する啓
発や相談機会の提供

○空き家を活用した地域における
交流拠点等の整備の支援

主に関係する課所 市民活動課，地域福祉課，青少年課，女性生活課

用語解説

※社会を明るくする運動…法務省主導で推進する，犯罪の防止と罪を犯した人の立ち直り
について理解を深め，犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動。
※空家等対策の推進に関する特別措置法…適切な管理が行われていない空家等が地域に深
刻な影響を及ぼしている状況から，地域住民の生命，身体及び財産の保護と生活環境の保
全を図り，併せて空家等の活用を促進するため，施策の基本方針等を定めた法律。
※悪質商法…詐欺的手法で利益を得る商法の総称。
※自主防犯活動団体組織率…市内全自治会（83）のうち，自警団や自主防犯パトロール隊
等を立ち上げて防犯活動を実施している自治会の割合。

役割

市
○消費者トラブル等の被害の防止
○消費者問題の相談体制の整備

市民 ○消費生活展の開催

事業者等 ○金融機関等による振り込めサギの未然防止

取組④

取組名 消費生活 総合戦略への位置付け

方針

○消費生活展への来場者やくらしの講
座，市政ふれあい講座への参加者に対
して，必要な情報を提供し，消費者被
害の未然防止に取り組みます。
○高齢者世帯（単身者含む）に自動通
話録音装置を貸し出し，ニセ電話詐欺
や悪質商法被害の未然防止に取り組み
ます。
○消費者被害の的確かつ迅速な救済の
ため，各種研修会への参加により消費
生活相談員の更なる知識の習得や技術
の向上を図るとともに，国民生活セン
ターや県消費生活センター，警察，地
域包括支援センターなどの関係機関と
連携し，相談を実施します。
○自治会，民生委員児童委員，地域包
括支援センターなどの各種団体と連携
し，高齢者を狙った悪質商法やニセ電
話詐欺などの消費者被害の未然防止・
拡大防止に努めます。

主な取組

関連計画等 空家等対策計画
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大綱 Ⅰ 災害に強く 安全安心に暮らせるまちづくり

施策 7 交通安全

基本方針

(構想より)

　カーブミラー，防護柵など交通安全施設を設置し，通学路や生活道路の安全性を確保します。ま
た，自動車・自転車の運転者や子どもを対象とした交通安全教育を推進するとともに，交通事故の
加害者・被害者となることが多い高齢者の交通安全対策の強化に取り組みます。

現状と

課題

①

見出し 総合的な交通安全対策

本文

○市交通安全対策本部を設置し，関係機関・団体と連携の下，交通安全対策を推進してい
ます。
○交通安全教育指導員による交通安全教室の開催や関係機関・団体参加の交通安全運動な
どにより，市民に対して交通安全の普及啓発を図っています。
○見通しの悪い交差点などの交通事故の危険性が高い箇所や路面の破損等により交通に支
障のある箇所について，道路の安全性，快適性及び利便性を求める要望が地域の自治会か
ら出されています。
○交通安全教育の推進などの取組の効果により，市内の人身交通事故発生件数は減少傾向
にありますが，高齢者が被害者や加害者になるケースが増えています。市内で発生する交
通事故において，交通事故死者の半数以上は65歳以上となっていることからも，幅広い年
代層を対象とした総合的な交通安全対策が求められています。
○勝田駅及び佐和駅周辺地域を放置自転車禁止区域に指定し，放置自転車の警告，撤去を
行っていますが，自転車の放置防止や安全利用に対する一層の啓発活動を実施する必要が
あります。
【交通事故発生件数の推移　棒グラフ】
【原因別事故件数の内訳　円グラフ】

取組数 1 該当SDGs 3.健康・福祉

取組名① 交通安全対策 タイトル修正の有無

数値目標

成果指標

交通安全対策に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.03 3.08

市内交通事故発生件数 436件 286件

3.78

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)
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○交通安全教育の推進

○交通安全広報活動の推進

○交通安全フェスティバルの開催

取組①

取組名 交通安全対策 総合戦略への位置付け

方針

○交通安全に関する意識の高揚及び知
識の普及により交通事故の防止を図る
ため，交通安全対策本部構成団体と協
力し，交通安全指導の実施などによ
り，交通安全意識の啓発を図ります。
○自動車・自転車の運転者や子どもを
対象にした交通安全教育を推進しま
す。
○ひたちなか地区交通安全協会及びひ
たちなか市交通安全母の会連合会の行
う交通安全活動を支援します。
○道路安全パトロールにより危険箇所
や交通安全施設の点検を行うととも
に，小・中学校の通学路など児童・生
徒を守る区域や高齢者に配慮すべき箇
所については，通学路の安全点検など
により危険箇所の把握に努めるなど，
地域や警察とも連携しながら，交通事
故の防止に配慮した安全な環境づくり
を推進します。
○高齢者ドライバーが係る事故を抑制
するため，運転に不安があるなどの高
齢者が自主的に運転免許を返納しやす
い環境づくりを推進します。
○歩行者や自転車利用者を保護するた
め，防護柵，道路照明灯，道路反射鏡
などの交通安全施設を計画的に整備し
ます。
○自転車利用者が円滑に利用できるよ
う，駅前の自転車駐車場の維持・管理
運営を行います。
○勝田駅及び佐和駅周辺の交通の安
全，災害における円滑な緊急活動の確
保，都市の美観保持のため，放置自転
車の撤去や放置禁止の広報啓発を推進
します。

主な取組

○高齢者運転免許自主返納の支援

重点 ○交通安全施設の整備推進

用語解説

役割

市 交通安全意識の啓発，交通安全教育の推進，交通安全施設の整備

市民 交通安全教室への参加，交通安全施設の設置要望

事業者等 交通安全施策への協力

関連計画等 ひたちなか市交通安全計画

主に関係する課所 生活安全課，学務課，道路管理課

○自転車駐車場の管理運営

○放置自転車防止対策の推進

○県民交通災害共済の加入促進
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基本構想 大 綱 Ⅱ 

多様な産業が発展し にぎわいあふれるまちづくり 

（基本構想より） 

本市は，製造業を中心として発展を続けてきた「ものづくりのまち」であり，多くの優れた技術が創出されて

きました。これに加えて，日本一の生産量を誇る「ほしいも」を中心とする農業，古くから栄える水産業，年間

150 万人が訪れるおさかな市場や美しい海岸線など豊かな地域資源を活かした観光業など，多種多様な産

業が根付いています。近年は茨城港常陸那珂港区の整備が進み，北関東自動車道が全線開通するなど交

通インフラの整備が進んだことから，ひたちなか地区においては多くの企業が立地し，産業の集積が進んで

います。 

本市の恵まれた地理的優位性を最大限に活かし，企業誘致に取り組み，新たな雇用を創出するとともに，

本市の多様な産業が持続的に発展するよう，産業基盤の強化や，産業を支える人材，新たな担い手の育成

に努めるなど，職住近接のまちづくりに取り組む必要があります。また，本市の豊かな観光資源を最大限に

活かし，公共交通体系の整備などと合わせて，交流をさらに推進し，にぎわいの創出に取り組む必要があり

ます。 

 

Ⅱ-1 企業誘致と雇用の創出 

   ①企業誘致の推進 

   ②就業の支援 

Ⅱ-2 産業基盤の強化 

   ①港湾の整備促進 

   ②広域交通ネットワークの整備促進 

Ⅱ-3 工業 

   ①中小企業経営の安定化 

   ②競争力ある産業の育成 

Ⅱ-4 商業 

   ①商業の振興 

   ②商業とまちづくりの連携 

Ⅱ-5 農業 

   ①農業経営基盤の充実 

   ②特色ある農業の推進 

Ⅱ-6 水産業 

   ①活力ある水産業づくり 

   ②特色ある水産業づくり 

Ⅱ-7 観光 

   ①地域観光資源の活用 

   ②戦略的な観光施策の展開 

Ⅱ-8 産業の活性化 

   ①産業の活性化 
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48人

取組数 2 該当SDGs 1.貧困／5.ジェンダー／8.経済成長・雇用／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 企業誘致の推進 タイトル修正の有無

タイトル修正の有無

用語解説

※茨城港常陸那珂港区…全国102港ある重要港湾の一つ。北関東自動車道に直結するインフ
ラ環境を活かして，迅速かつ環境負荷の少ない物流を実現できる港湾としての発展が期待
されている。
※ポートセールス…港湾の利用促進のため，荷主企業や船社，物流事業者に対し，企業訪
問や各種セミナー開催などにより港湾についてPRすること。
※常陸那珂工業団地…ひたちなか市新光町において平成5年に茨城県が造成した総面積
85.9ha（分譲可能面積65.9ha）の工業団地。
※産業活性化コーディネーター…市内中小企業の課題解決や産学官連携などを支援するた
め，企業訪問をしながらアドバイス等を行うとともに，関係機関や企業間の仲立ちをする
者。企業，教育研究機関の出身者など知識・経験の豊富な人材が活躍している。
※ひたちなかテクノセンター…市，東海村などの近隣自治体，県，中小企業基盤整備機
構，企業等が出資する第三セクター。地域の産業支援機関として，産業活性化コーディ
ネーターによる企業支援のほか，研究開発や創業の支援のためのテナント貸借，研修等に
よる人材育成などに取り組んでいる。
※インターンシップ…社会に出る前に，企業で実際の仕事をしている人から直接話を聞い
たり，仕事を体験すること。

現状と

課題

②

見出し 雇用の創出に向けた幅広いニーズへの対応

本文

○企業誘致を推進し，雇用の新規創出に取り組んでいます。
○ひたちなか地区立地企業と市内及び近隣の高校等との雇用に関する情報交換会を開催し
ています。引き続き，新たに立地した企業も含め参加企業を拡大していく必要がありま
す。
○働く意欲の高い女性や高齢者の就職希望に応える必要があります。
○勤労者の安定的な雇用の確保のため，福利厚生を充実させる必要があります。
○市内には技術力の高い中小企業が数多く存在していますが，若い世代の人材確保が課題
となっています。大学生等に向けた市内中小企業の認知度向上を図り，人材確保を促進す
る必要があります。

新たな工業用地の確保 - 供用開始

基本方針

(構想より)

　北関東自動車道をはじめとする広域幹線道路網や茨城港常陸那珂港区※など本市の地理的優位性を
活かして企業立地を推進し，雇用の場の創出や拡大を図ります。また，公共職業安定所などと連携
し，安定的な雇用の確保や情報提供に努めるとともに，市内や近隣自治体に立地する高等学校，立地
企業等と連携して地元雇用を促進するなど，職住近接のまちづくりを推進します。

現状と

課題

①

見出し 企業誘致の推進

本文

○企業立地セミナーやポートセールス※等を実施し，茨城港常陸那珂港区や，北関東自動
車道をはじめとする広域交通ネットワークの優位性，各種優遇制度を積極的にＰＲしなが
ら，新たな企業進出や設備投資，港湾利用を促進しています。
○常陸那珂工業団地※の分譲完了に伴い，新たに立地を希望する企業や，既に立地してい
る企業の事業拡張・移転に応じるための工業用地の確保が必要であるほか，居抜き物件の
情報提供など，企業のニーズに即した対応が必要となっています。
○企業誘致に当たっては，関連企業の立地につながる裾野の広い産業やIT関連企業など，
多様な産業の立地を促進する必要があります。

現状値(R2) 目標値(R7)数値目標 施策

評価指標①

目標・指標名

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

地元雇用情報交換会の参加校からの採用実績（延べ） 30人

成果指標

企業誘致と雇用の創出に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

2.96 3.06 3.68

大綱 Ⅱ 多様な産業が発展し　にぎわいあふれるまちづくり

施策 1 企業誘致と雇用の創出

取組名② 就業の支援
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重点
○工業用地の確保

重点

新規

主に関係する課所 企画調整課，商工振興課

方針

○北関東自動車道をはじめとした広域
的な幹線道路網や，これに直結する茨
城港常陸那珂港区など，本市の産業イ
ンフラの優位性について，企業立地セ
ミナー等を通じて積極的にPRしなが
ら，企業の誘致を推進します。
○企業の新規立地や設備投資を推進す
るため，各種優遇制度を活用しなが
ら，雇用の創出や港湾の利用促進等に
つながる優良な企業の誘致活動に努め
ます。また，企業の市内外からの移転
を促進するため，立地企業の税制優遇
制度の創設を検討します。
○企業の新規立地や，市内立地企業の
拡張・移転に対応するため，新たな工
業用地の確保に取り組みます。
○地域資源を有効活用するため，企業
や関係団体と連携した居抜き物件の紹
介を行うなど，中小企業のニーズや企
業の事業拡大等の対応に努めます。
○若い女性や子育て世代の母親の就業
にもつながる多様な産業や企業の誘致
等について検討します。

取組①

取組名 企業誘致の推進 総合戦略への位置付け

重点

○企業立地セミナー等の実施・参画

○企業立地支援

主な取組

関連計画等

○ひたちなか地区等の立地企業と
の情報交換会の開催

○市内高等学校等の生徒，関係者
を対象とした市内企業見学会の支
援

○商工会議所主催の人材育成セミ
ナーの開催支援

○ハローワーク等と連携した就職
面接会や子育て女性を対象とした
就職セミナーの開催

○セミナー等の開催支援

市民 ○セミナー等への参加

事業者等
○セミナーや説明会の実施
○人材育成の推進

○職業能力開発講習等の参加促進

新規

○多様な産業の企業誘致等の検討

役割

重点

○居抜き物件情報の紹介

○茨城県工業団地企業立地推進協
議会への参画

新規

市民

事業者等
○企業立地セミナー等への参加
○居抜き物件情報の活用

市
○企業立地セミナー等の実施・参画
○茨城県工業団地企業立地推進協議会への参画
○居抜き物件情報の活用

取組②

取組名 就業の支援 総合戦略への位置付け

主な取組

○特定退職金制度のPR，特定退職
金共済制度加入促進補助

○勤労者総合福祉センターの管理運営

○勤労者福祉サービスセンターの運営補助

方針

○ひたちなか地区への企業誘致を推進
するとともに，本地区に立地する企業
と市内及び近隣自治体に立地する高校
と連携して情報交換会を実施するな
ど，地元雇用を促進します。
○公共職業安定所，商工会議所等の関
係機関や産業活性化コーディネーター
※と連携した求人・求職情報の提供を
行い，地域雇用の促進を図ります。
○公共職業安定所やひたちなかテクノ
センター※などと連携し，復職を希望
する女性や子育てをする母親にも安心
して働くことができる環境を市内企業
と協働で支援していきます。
○勤労者総合福祉センターの利用者へ
のサービス向上や勤労者福祉サービス
センターが行う福利厚生事業を通じ
て，勤労者の福祉向上を図ります。
○首都圏の学生向けに，市内中小企業
でのインターンシップ※の実施を検討
するなど，市内産業をPRすることで，
若い人材の確保や本市へのUIJターンを
促進します。

○都市部学生向けインターンシッ
プ事業の開催検討

役割

市
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2 該当SDGs 9.産業基盤／11.持続可能都市

取組名① 港湾の整備促進 タイトル修正の有無

タイトル修正の有無

現状と

課題

②

見出し 産業流通インフラの整備促進

本文

○首都圏や東北・北陸地方とつながる常磐自動車道，北関東自動車道，首都圏中央連絡自
動車道（圏央道）等の高規格幹線道路は，本市への広域的なアクセス道路として利用され
ています。
○北関東自動車道は，北関東に立地する企業を中心に，効率的な物流経路として利用され
るほか，東日本大震災時の応援派遣や緊急物資の搬送などに利用され，緊急時における輸
送路としての有効性も確認されています。
○北関東自動車道については，地域経済の発展，広域観光の振興，交流の更なる促進につ
ながる取組を推進する必要があります。
○北関東自動車道から茨城空港や成田空港を結ぶ東関東自動車道水戸線※については，関
係市町村と連携して，早期の整備を促進していく必要があります。
○茨城空港については，県や県内市町村と連携し利用促進を実施しています。引き続き，
安定的な就航路線を確保・拡大しながら，地域経済の活性化及び利用促進に向けた取組が
重要となっています。

基本方針

(構想より)

　本市の産業の発展を牽引する茨城港常陸那珂港区の取扱貨物量の更なる増加を図るため，国内外
のポートセールス活動，首都圏や北関東自動車道沿線の企業等を対象にしたセミナーの開催などを
通じて港湾の利用を促進します。また，建設機械や完成自動車の輸出等に対応するため，岸壁やふ
頭などの整備や，港区内の波の静穏度を確保する防波堤の整備を促進します。さらに，ひたちなか
地区への物流の増加を図るため，東関東自動車道水戸線など広域的な交通網の整備を促進します。

現状と

課題

①

見出し 港湾機能の強化

本文

○茨城港常陸那珂港区は，東京湾沿岸地域の港湾物流機能を補完する重要港湾として，中
央ふ頭や東防波堤の整備が進められており，また，大規模災害発生時には緊急物資等の輸
送拠点として重要な役割を担っています。今後も，建設機械や完成自動車の輸出等による
貨物量の更なる増加が見込まれることから，港湾機能の更なる強化を推進する必要があり
ます。
○国内外ポートセールス※や企業向けセミナーへの参加など港湾利用を促進する取組を
行っています。
○クルーズ船が平成28年9月に初寄港し，年々寄港数が増加しています。
【外貿・内貿の定期航路は図で表記】
【常陸那珂港区年間取扱貨物量の推移】

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

年間取扱貨物量(1～12月) 1,381万トン 1,520万トン

4,119千台

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

ひたちなかICを利用した車両台数 3,675千台

数値目標

成果指標

産業の活性化に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

2.97 3.07 3.68

大綱 Ⅱ 多様な産業が発展し　にぎわいあふれるまちづくり

施策 2 産業基盤の強化

取組名② 広域交通ネットワークの整備促進

取組数
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○クルーズ船寄港歓迎行事の実施

○茨城港常陸那珂港区の整備促進

主な取組

○港湾利用促進事業の推進

取組①

取組名 港湾の整備促進 総合戦略への位置付け

方針

○建設機械や完成自動車の輸出等の増
加に対応するため，中央ふ頭の岸壁，
ふ頭用地，港湾関連用地等の整備を促
進します。
○港湾内の波の静穏度を確保するた
め，東防波堤の整備を促進します。
○定期航路の誘致や取扱貨物量の増加
を図るため，県や関係機関と連携しな
がら，国内外へのポートセールスや企
業等を対象としたセミナーの開催，常
陸那珂港振興協会の取組等により，港
湾の利用促進に努めます。
○クルーズ船の寄港に関しては，県や
関係機関と連携して歓迎行事を行い，
常陸那珂港区の認知度向上や本市のPR
に努めます。

市民

事業者等

○北関東・新潟地域連携軸推進協
議会への参画

○東関東自動車道水戸線建設促進
期成同盟会への参画

役割

市

用語解説

※ポートセールス…船舶や貨物の誘致のため、関連企業・団体を直接訪問してのセールス
やPR等を行う活動のこと。
※東関東自動車道水戸線…東京都練馬区を起点とし，千葉県を経て水戸市に至る総延長約
140㎞の高規格幹線道路。
※2次交通…複数の交通機関等を使用する場合の，2種類目を指す。

役割

市

市民

事業者等

取組②

取組名 広域交通ネットワークの整備促進 総合戦略への位置付け

方針

○広域交通ネットワークの活用によ
り，地域経済の発展や交流の促進に繋
がる取組を推進します。
○高速自動車道による広域交通ネット
ワークの構築を図るため，東関東自動
車道水戸線の早期延伸を促進します。
○茨城空港については，市民の利便性
の向上と本市観光地などへの来訪者増
加の観点から，県や県内市町村と連携
して，空港と地域をつなぐ2次交通※
の充実やPR活動を行うことにより，茨
城空港の利用促進に取り組みます。

主な取組

○茨城空港利用促進等協議会への
参画

関連計画等

主に関係する課所 企画調整課
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取組名② 競争力ある産業の育成 タイトル修正の有無

現状と

課題

②

見出し 中小企業の競争力強化

本文

○産業活性化コーディネーター※による企業訪問を行い，個別企業が直面している生産技
術の向上や販路拡大などの経営課題の解決を支援しています。
○企業が抱える課題に応じて，企業が地域の教育研究機関や産業技術イノベーションセン
ターなどの関係機関と協力して課題解決に向けた取組を実施することで，産業発展のため
の産学官連携※を進めています。
○中小企業の競争力維持のため，先端技術への対応や人材の確保・育成が課題となってい
ます。
○生産技術等の革新及び設計・開発力の強化により，生産性の向上を図るとともに，品質
を高め，他社との差別化を図ることが求められています。

基本方針

(構想より)

　社会経済情勢の変化など企業を取り巻く環境の変化に的確に対応することができるよう，ひたちな
かテクノセンターなどの産業支援機関と連携し，市内中小企業の生産技術の向上，人材育成，新製品
開発，創業支援，販路開拓等を支援するとともに，茨城工業高等専門学校などとの産学官連携によ
り，新製品開発や技術者の育成，新規卒業者採用等による優秀な人材の確保等を支援するなど，企業
競争力を強化します。また，制度融資の充実を図り，経営の改善や生産設備の整備を促進しながら，
経営基盤の強化を図るとともに，企業が事業の拡大に当たり引き続き市内に円滑に立地できるよう，
企業動向，ニーズに即した支援を実施します。

現状と

課題

①

見出し 中小企業への経営支援

本文

○大手企業は業績拡大のために事業構造改革を推進しており，中小企業を取り巻く経営環
境が変化しています。
○市内の中小企業の経営基盤の強化を支援するため，融資・相談支援機能等の充実が求め
られるほか，中小企業が事業拡張のための用地拡張に適した工業用地が不足していること
から，新たな用地確保のための対応が必要となっています。
【製造品出荷額等及び従業者数の推移・製造品出荷額等の産業構成比】

数値目標

施策

評価指標③

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

施策

評価指標①

目標・指標名

主に関係する課所 商工振興課

用語解説

※産業活性化コーディネーター…市内中小企業の課題解決や産学官連携などを支援するた
め，企業訪問をしながらアドバイス等を行うとともに，関係機関や企業間の仲立ちをする
者。企業，教育研究機関の出身者など知識・経験の豊富な人材が活躍している。
※産学官（金）連携…新技術の研究開発や，新事業の創出を図ることを目的として，大学
などの教育・研究機関と民間企業，政府・地方公共団体，金融機関が連携すること。

支援を通じた新製品の開発件数 75件 100件

関連計画等

施策

評価指標② 市の補助金を利用した展示会等の出展件数（延べ） 68件 140件

現状値(R2) 目標値(R7)

市の補助金を活用した技能訓練支援者数（延べ） 200人 280人

目標値(R7)目標・指標名 現状値(R2)

成果指標

産業の活性化に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

2.97 3.07 3.68

大綱 多様な産業が発展し　にぎわいあふれるまちづくり

施策 3

該当SDGs 8.経済成長・雇用／9.産業基盤／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 中小企業経営の安定化 タイトル修正の有無

Ⅱ

工業

取組数 2
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○経営相談，経営講習会事業への補助

取組名 中小企業経営の安定化 総合戦略への位置付け

取組①

○各種融資制度の周知

○融資あっせん，信用保証料の補助

○専門家派遣相談事業への補助

方針

○各種融資制度の周知を図るととも
に，企業の現況を把握しながら融資制
度を充実させ，経営の安定化を図ると
ともに，商工会議所が実施する専門家
派遣相談事業等を支援し，個々の企業
に即した経営基盤の強化に努めます。
○商工会議所が行う，金融，税務，労
務等の経営相談や業種別・課題別の講
習会の開催を支援します。
○市内企業の事業拡張による工場等の
円滑な立地を促進するため，企業動向
やニーズに即した支援を実施します。

○立地企業フォローアップ事業

用語解説

※なかネットワークシステム…産官学金連携によるひたちなか圏域の「技術革新」，「経
営革新」，「研究開発」に関わる産業支援活動を目的として平成16年に結成された団体。
※IoT…自動車の位置情報を集約して渋滞情報を配信するシステムや外出先で自宅の家電製
品を操作するなど，パソコンなどの従来のIT機器以外にも様々な「物」をインターネット
に接続し，情報交換することにより相互に制御する仕組み。Internet of Things
※AI…人間と同じ知的作業をする機会を工学的に実現する技術。Artificial
Intelligence。

役割

市
○開発・販路拡大，資格取得への補助
○企業と教育研究機関との連携支援

市民

事業者等
○教育研究機関：企業への技術，人材提供
○産業支援機関：相談・支援体制

取組②

取組名 競争力ある産業の育成 総合戦略への位置付け

○新製品開発の補助

方針 重点

事業者等 ○企業間連携の促進

○産業活性化コーディネーターの配置

○なかネットワークシステムへの参画○産業活性化コーディネーターの配置
により，市内中小企業に対する相談・
支援体制の充実を図ります。
○産業活性化コーディネーターや「な
かネットワークシステム」※を活用す
ることにより，ひたちなかテクノセン
ター，茨城県産業技術イノベーション
センター，茨城工業高等専門学校等を
はじめとした関係機関と中小企業との
連携を促進し，中小企業の生産技術の
向上や人材の育成・確保，新製品開
発，販路拡大等の取組を支援します。
○技術力向上や経営改善のためのグ
ループ活動を促進し，市内工業の自立
的な成長発展を促進します。
○中小企業の競争力を高めるため，IT
やAIを活用した生産性の向上につなが
る取組を支援します。

主な取組

○販路拡大への補助

○IoT※やAI※の活用など競争力を強化
する支援事業の検討

主な取組

拡充 ○中小企業の人材確保への支援

○県内の産業支援機関との連携による企業支援

○中小企業技能訓練への補助

役割

市 ○融資制度の充実，企業ニーズに即した支援の実施

市民
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取組数 2 該当SDGs 8.経済成長・雇用／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名①

現状値(R2) 目標値(R7)

タイトル修正の有無

成果指標

商業振興に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

2.89

Ⅱ 多様な産業が発展し　にぎわいあふれるまちづくり

4 商業

商業とまちづくりの連携

施策

評価指標③

目標・指標名 現状値(R2)

見出し 中心市街地の商業活性化

本文

○中心市街地における商業振興を図るため，商工会議所が中心となって平成27年4月1日に
ひたちなかまちづくり株式会社を設立し，イベントの開催や来街者が商店街を利用するた
めに必要な駐車場の運営などを行っています。
○商工会議所，商店街及びまちづくり会社が一体的となって，中心市街地の商業活性化を
図ることが求められています。
○大型小売店舗による地域社会への自主的，積極的な貢献が求められています。

大綱

施策

取組名②

商業の振興 タイトル修正の有無

施策

評価指標①

目標・指標名

基本方針

(構想より)

　多様化する消費者ニーズに対応した地域商業の振興を図るため，新たな顧客の確保や販路の拡大
に向けた支援を実施し，経営力の向上を図ります。また，商工会議所が取り組むコミュニティ交流
サロンの運営，名産品の開発や販路開拓を支援するなど，商店街及び商業の活性化に取り組むとと
もに，まちづくり会社と連携しながら，商店街のにぎわいの創出や空き店舗を活用した創業活動を
支援します。さらに，市内の産業支援機関と連携し，創業に関する相談体制や支援制度の充実を図
るとともに，勝田駅，佐和駅，那珂湊駅を中心とする市街地においては，それぞれの特性を活かし
た商業拠点の形成を図ります。

現状と

課題

①

見出し 中小商業者の経営支援

本文

○郊外に大型小売店舗が相次いで進出する一方，駅前の商店街や個人商店などでは，経営
の継続が困難になる状況も見受けられるため，商工会議所と連携し，中小商業者の経営改
善や大型小売店舗との差別化に努める必要があります。
○空き店舗を解消し，魅力ある商店街を形成するため，空き店舗への新規出店希望者に対
し，新規開業に伴う創業支援や出店者の営業継続が図られるよう定期的なフォローアップ
を実施する必要があります。
○新規創業者の開業前の準備などに対し，健全な経営が継続できるよう支援するととも
に，次世代を担う若手創業者を発掘するため，中高生に向けたアントレプレナー教育※を
行っていく必要があります。
【年間販売額の推移・商店数及び売場面積の推移】

数値目標

2.99 3.67

195,000人

現状と

課題

②

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

空き店舗チャレンジショップ事業※による出店件数（延べ） 42件 57件

支援事業を通じて創業した事業所件数（期間累計） 44件 74件

目標値(R7)

中心市街地商店街におけるイベントの来場者数 195,000人
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事業者等

役割

市 ○各種事業への補助，周知

市民

方針

○商工会議所等が実施する経営指導や
講習会，若手後継者などの育成事業を
支援するなど，人材の育成強化を促進
し，中小商業者の経営力の向上を図り
ます。
○中小商業者の経営の安定化を図るた
め，各種融資制度の充実を図ります。
○創業支援機関と連携し，創業相談体
制や支援制度の充実を図るとともに，
空き店舗を活用したチャレンジショッ
プ事業を推進するなど，商店街等への
新規創業や多様な業種・業態の導入を
図り，産業の活性化を図ります。

○商業分野の創業支援

主な取組

取組①

取組名 商業の振興

○地元小売店の経営力強化支援

○融資のあっせん，信用保証料の補助

重点

総合戦略への位置付け

ひたちなか市創業支援等事業計画

○各種事業の実施
○空き店舗の利活用

○駅前イルミネーション事業への補助

○中心市街地活性化事業への補助
○コミュニティ交流サロン運営補助

市

事業者等
○空き家・空き店舗情報の共有
○コミュニティ交流サロンの運営
○大規模小売店舗による地域貢献活動

○「大規模小売店舗の地域貢献活
動に関するガイドライン」※に
沿った地域貢献活動の促進

○表町七夕まつり，ドリンクラリー事業への補助

〇中心市街地活性化事業への補助

○コミュニティ交流サロン運営補助

用語解説

※アントプレナー教育…精神的にも経済的にも自立した個人として，問題意識を持ち，新
しいことに挑戦することで既存の社会をよりよく変革していける人材の育むことを目的と
した教育。
※空き店舗チャレンジショップ事業…魅力ある商店街の形成を推進するため，商店街の空
き店舗への新規出店者に対して経営支援を行い，空き店舗の解消と商店街の賑わいづくり
を図る事業。
※大規模小売店舗の地域貢献活動に関するガイドライン…店舗設置者と地域住民の協働に
よるまちづくりを促すとともに，店舗・地域双方の健全な発展を図るために平成23年4月
に市が制定したガイドライン。大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定される建物のう
ち，建物内の店舗面積の合計が1,000㎡を超える店舗に対して地域貢献活動を促す。

役割
市民

取組②

取組名 商業とまちづくりの連携 総合戦略への位置付け

方針

○まちづくり会社が実施する，商店街
におけるにぎわいの創出などの中心市
街地活性化事業を支援するとともに，
商工会議所によるコミュニティ交流サ
ロンの運営を補助し，勝田駅，佐和
駅，那珂湊駅を中心とする商店街及び
商業の活性化に取り組みます。
○商店街でのイベントの開催やイルミ
ネーションを実施し，買い物客が魅力
を感じて利用できる商店街の形成に努
めます。
○まちづくりを担う事業者や商店主と
も連携しながら，商店街における特色
あるイベントの開催を支援し，商店街
の集客能力の強化に努めます。
○活力ある地域社会を維持するため，
大規模小売店舗と地域が連携し，地域
貢献活動や地域商業の活性化を促進し
ます。

主な取組

主に関係する課所 商工振興課

関連計画等

○従業員の能力向上のための講習会の支援
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タイトル修正の有無

認定農業者数 125人 137人

関連計画等 ひたちなか市人・農地プラン，ひたちなか市学校給食基本方針

主に関係する課所 農政課，学務課

用語解説

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.09 3.14

多様な産業が発展し　にぎわいあふれるまちづくり

農業

特色ある農業の推進

基本方針

(構想より)

　農業の担い手不足に対応するため，後継者や新規就農者の確保・育成に努めるとともに，耕作放
棄地を活用するため，農地の貸し借りの仲介などを行う農地中間管理機構に指定された「茨城県農
林振興公社」と連携しながら，認定農業者※など規模拡大に取り組む農家への農地の集積・流動化
に努めます。
　また，県営畑地帯総合整備事業により，中根荒谷地区においては農道や用排水施設を整備すると
ともに，整備が完了した東中根地区と合わせ，今後国営那珂川沿岸農業水利事業※により供給され
る農業用水を活用しながら，畑地の生産性向上に取り組みます。日本一の生産量を誇る「ほしい
も」については，付加価値や品質の向上，ＰＲなどにより他産地との差別化を図りながら，地域ブ
ランド化を推進します。

現状と

課題

①

見出し 農地の流動化支援

本文

○認定農業者などが取り組む営農規模の拡大や経営改善のために必要な機械設備の導入を
支援しています。引き続き，農業者が安定的に営農できるよう支援していく必要がありま
す。
○農地面積の減少により，農地の持つ水源涵養などの多面的な機能が損なわれることが懸
念されています。
○国営那珂川沿岸農業水利事業については，令和6年度の事業完了に向け整備を促進して
います。
○農地の流動化は，農業者の高齢化や耕作条件の悪さなどの理由から，流動化が活発に進
んでいない状況です。今後は，農地の受け手として期待される，認定農業者や新規就農者
等の農業担い手を確保・育成する必要があります。
【耕地面積の推移挿入】

数値目標

大綱

施策

取組名②

成果指標

農業振興に関する成果指標

Ⅱ

5

取組数 2 該当SDGs 2.飢餓／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名①

現状値(R2) 目標値(R7)

三ツ星生産者数 137人 149人

農業経営基盤の充実 タイトル修正の有無

施策

評価指標①

現状と

課題

②

見出し 農産物のブランド化に向けた取組

本文

○本市は，日本一の生産量を誇るほしいもを含め，甘藷の一大産地となっています。特
に，ほしいもについては，様々なメディアで取り上げられ，需要が増加していますが，高
齢化等による生産者の減少や生産規模の縮小等により，ほしいもの生産が需要に追いつか
ない状況にあります。また，他産地（市外・県外）での生産も増加しており，特産地とし
ての維持発展も課題となっています。
○ほしいもの生産振興については，「ほしいも生産三ツ星運動」や品評会の開催などのひ
たちなか・東海・那珂ほしいも協議会※の取組を通じ支援しています。
○学校給食においては，農業協同組合と契約し，収穫時期に合わせた旬の地元の野菜を積
極的に使用するとともに，米飯についても市内産のコシヒカリを導入しています。
○食用甘藷，いちごの2品目で銘柄推進産地指定を受けていますが，高齢化等による生産
者の減少や生産規模の縮小等により，銘柄産地指定の条件を満たすことができず，ブラン
ド化の推進が難しくなっています。

※認定農業者…農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画について市町村の認定
を受けた農業経営者や農業生産法人。
※国営那珂川沿岸農業水利事業…那珂川沿岸の水戸市，ひたちなか市，常陸大宮市，那珂
市，茨城町，大洗町，城里町及び東海村を対象に農業用水を供給することを目的として，
ダム，幹線水路などの整備を行う国営事業。

施策

評価指標②

目標・指標名

3.47

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)
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○ほしいも生産三ツ星運動と
HACCPに沿った衛生管理の実施の
推進

取組①

取組名

方針

○国営那珂川沿岸農業水利事業の
促進

市民

用語解説

※ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会…3市村においてほしいも生産農家やほしいも
の集荷販売業を営む問屋，農業関係機関から構成される協議会。
※農地中間管理機構…農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、効率的で安定的な
農業経営を育成するため、認定農家などの農業の担い手に対して、農用地の利用を集積し
て規模拡大を行うなど、農業者の経営の安定化を図り、農業の生産性向上を目的とした公
的団体。
※共選共販体制…農業協同組合が農産物をとりまとめて集荷し，共同で選別して市場など
で共同で販売する体制。
※三ツ星生産者…生産（生産履歴の記帳）・衛生加工・販売（適正品質表示）について，
総合的に取り組み，消費者に信頼されるほしいもづくりを目指す生産者のこと。
※HACCP（ハサップ）…食品の製造・加工などあらゆる段階で発生するおそれのある危害
をあらかじめ分析し，その結果に基づいて製造工程での重要管理点を定め，これを連続的
に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理手法。
Hazard　Analysis　and　Critical　Control　Point

役割
市民

取組②

取組名 特色ある農業の推進 総合戦略への位置付け

方針

○農業協同組合及び生産者の実施する
直売所等での販売や共選共販体制※を
支援し，地場農産物の理解を深めるた
めの品評会や即売会等を実施します。
○東海村，那珂市とともに組織してい
る「ひたちなか・東海・那珂ほしいも
協議会」において，三ツ星生産者※の
育成や品評会などの取組を支援し，日
本一の生産量を誇るほしいもの付加価
値や品質の向上を図るとともに，
HACCP（ハサップ）※に沿った衛生管
理の普及，推進に努めます。
○学校給食への地場農産物の提供によ
る食育の充実を図ることにより，地産
地消，販路拡大を推進します。
○食用甘藷やいちごの生産者の確保，
育成に取り組むことにより，銘柄推進
産地の発展を支援します。

主な取組

事業者等 ○ほしいも生産三ツ星運動の取組実践

○販路拡大支援，直売所活用促進

○ほしいも生産三ツ星運動の推進
○農産物のPR

○学校給食による消費拡大，地産
地消の推進

○農産物のPR，ブランド化の推進

市

主な取組

○担い手育成

○耕作放棄地の流動化促進

総合戦略への位置付け農業経営基盤の充実

○農業の担い手となる認定農業者など
を確保するため，規模拡大・経営改善
に必要な施設整備等の支援を行いま
す。また，新たな担い手として就農者
や後継者の確保，育成を図るため，国
の給付制度の活用や農業協同組合等が
主体となって実施する研修事業を支援
します。
〇国営那珂川沿岸農業水利事業を促進
し，農業用水の確保と安定供給を図
り，農家の生産基盤の安定化や畑地の
生産性向上に取り組みます。
○耕作放棄地の増加を抑制するため，
農地の貸し借りなどを行う農地中間管
理機構※に指定された「茨城県農林振
興公社」と連携しながら，認定農業者
など規模拡大に取り組む農家への農地
の集積・流動化に努めます。

役割

市

事業者等
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現状と

課題

①

見出し 漁業の推進

本文

○漁獲量の減少や魚価の低迷，燃油等経費の増加などにより，漁業者の経営基盤が不安定
になっています。引き続き，漁獲共済等のセーフティネットの拡充，魚価の安定化や水揚
げ増大，担い手の確保や育成のための対策等が必要となっています
○水産資源の持続的な利用を図るため，アワビやヒラメの種苗放流による資源管理型漁業
※を推進しています。
○カツオ・サンマ漁船の誘致活動を強化していますが，海水温度や漁場形成状況の変化な
どにより，カツオ，サンマなどの廻船による水揚げ金額は，年々減少しています。
○水産物の生産から消費までの一貫した総合的な安全性の確保が求められています。
○未だ終息しない福島第一原子力発電所事故の影響で，県内の魚介類にも風評被害が続い
ています。
【魚種別漁獲量の内訳挿入】
【市全体における水揚げ金額の推移挿入】

数値目標

施策

評価指標③

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

週3回以上食卓で魚を食べる人の割合 45% 50%

アワビ水揚げ量 6,778kg 6,778kg

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2)

現状と

課題

②

見出し 地産地消・魚食普及の推進

本文

○本市の蒸し蛸や酢蛸をはじめとしたタコの加工品は，日本屈指の生産量を誇ります。引
き続き，タコを含め本市水産物や加工品の更なるブランド化の推進を支援していく必要が
あります。
○地魚加工販売施設等を活用して漁業協同組合が取り組む未利用魚の加工販売や，新たな
加工品の開発・研究など，6次産業化に向けた活動を支援していますが，高齢化に伴う組
合員の減少が進んでいるため，組織体制の強化が必要となっています。
○平成28年に，地域の水産振興と水産物の消費拡大等により，市民の健康づくりや食育の
推進に寄与することを目的に，ひたちなか市魚食の普及推進に関する条例を制定していま
す。これにより，学校給食やパンフレット等を利用し水産物に関する知識や情報の提供を
行っていますが，更なる魚食普及に向け，各種イベント等において本市水産物をPRし，消
費拡大を推進する必要があります。

目標値(R7)

漁業就業者数 68人 68人

大綱

施策

取組名②

成果指標

水産業振興に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.11 3.16 3.45

Ⅱ

6

取組数 2 該当SDGs

取組名①

基本方針

(構想より)

　安全安心な水産物の供給に努めるとともに，漁業協同組合をはじめとする関係団体を支援するな
ど，経営の安定化を図ります。また，水産業を維持・発展させていくために，漁場環境を維持，保
全し，担い手を確保・育成するとともに，地産地消や魚食普及の取組を進めます。さらに，全国一
の加工量を誇るタコのブランド化を支援するとともに，漁業協同組合などが地魚加工販売施設等を
活用して行う，未利用魚の加工販売や新たな加工品の開発・研究を支援するなど，6次産業化※に取
り組みます。

多様な産業が発展し　にぎわいあふれるまちづくり

水産業

特色ある水産業づくり

活力ある水産業づくり タイトル修正の有無

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

タイトル修正の有無

2.飢餓／14.海洋資源／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
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主な取組

取組①

取組名

方針

事業者等 ○未利用魚の加工販売，商品開発

○種苗放流の推進

○水産業団体の活動支援

役割

市

市民

事業者等

○タコをはじめとする本市水産物
や加工品のブランド化の支援

○未利用魚の加工販売や新たな加
工品の開発・研究の支援

用語解説

※6次産業…農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売等にも業務展開してい
る経営形態のこと。
※資源管理型漁業…漁業者が相互に話し合い，地域の状況に応じた禁漁区等の設定，漁法
の制限など自主的な管理を実施し，資源の再生産と有効利用を適切に図りつつ漁業経営の
安定化を目指す漁業。

役割 市民

取組②

取組名 特色ある水産業づくり 総合戦略への位置付け

方針

○イベントや直販事業などへの支援を
行い，タコをはじめとする本市水産
物・加工品のブランド化や価値向上を
図るとともに，漁協女性部などが取り
組む未利用魚の加工販売や新たな加工
品の開発・研究を支援し，6次産業化
に取り組みます。
○学校給食での水産物の提供による食
育の充実を図り，地産地消を推進しま
す。
○市内の水産関係団体や商工会議所な
どで構成する「ひたちなか市魚食普及
活動実行委員会」と連携し，各種イベ
ント等において本市水産物をPRする
等，水産物に関する知識や魚食文化へ
の理解促進など，魚食普及活動の推進
に努めます。

主な取組

○販路開拓の支援

主に関係する課所 水産課，学務課

関連計画等

○魚食普及活動による地産地消の
支援

○イベント等でのPR市

○漁業者の経営支援

総合戦略への位置付け活力ある水産業づくり

○漁業協同組合をはじめとした関係団
体の活動を支援するとともに，各種金
融制度及び利子補給等の助成を行うこ
とにより，漁業者の経営安定化を図り
ます。また，漁業協同組合と連携した
漁業体験研修や長期研修等の取組によ
り，担い手の確保・育成に努めます。
○県や地元漁業関係者と連携し，良好
な漁場環境の維持に努めるとともに，
アワビ等の種苗放流を中心とする資源
管理型漁業を推進します。
○機能的な漁港環境の実現を図るた
め，那珂湊漁港，磯崎漁港における係
留施設・外郭施設の整備や航路の浚渫
を促進します。
○カツオ・サンマ漁船及びその他漁船
の積極的な廻船誘致活動に努め，水揚
げ量の増加を図るとともに，外部買受
人の増員による買受け能力の強化を推
進し，水産物の流通の安定性の確保に
努めます。
○原発事故による風評被害を払拭する
ため，県が実施している魚介類の放射
性物質の検査結果を踏まえ，本市水産
物の安全性について，PR活動等を推進
します。

○漁業体験研修や長期研修をはじ
めとした人材育成

○漁港，漁場の整備及び維持管理
の促進

○廻船誘致

○外部買受人の増員

○風評被害対策

○学校給食による消費拡大，地産
地消の推進
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観光

戦略的な観光施策の展開

地域観光資源の活用 タイトル修正の有無

タイトル修正の有無

用語解説

※SNS…登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービス。
Social Networking Service
※フィルムコミッション…地域の経済活性化や観光振興を目的として，映画やテレビドラ
マ，CMなどのあらゆるロケーション撮影を誘致し，撮影支援をする非営利公的機関。地方
公共団体等が事務局を担う場合が多い。
※インバウンド…外国人旅行者を日本へ誘致する観光。
※パークアンドライド…観光地などの交通渋滞の緩和のため，目的地までの途中で自家用
車を駅やバス停周辺の駐車場に停車させ，電車やバスなどの公共交通機関に乗り換えて目
的地まで移動する方法。
※公衆無線LAN…スマートフォンやノートパソコンといったモバイル機器の所有者が外出
先や旅行先で，誰でもアクセスできる無線LANを利用してインターネットに接続できる
サービス。

施策

評価指標③

7

取組数 2 該当SDGs 8.経済成長・雇用／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

来訪者の満足度 79.3% 80%

本文

〇海水浴や磯遊び，美しい景観など多様な魅力を有する海，水戸徳川家ゆかりの史跡・名
勝，虎塚古墳をはじめとした貴重な文化財，地域の食や祭り，イベント等，多くの観光資
源を有しています。
○国営ひたち海浜公園や那珂湊おさかな市場等では，東京圏からの来訪客が多いものの，
市内のその他の施設等への立ち寄りが少なく，観光に伴う消費を誘発できていないことが
課題となっています。今後は，市内回遊を促す取組を推進することで，滞在時間を延長す
るきっかけを作り，お土産品の購入や宿泊等，観光に伴う消費額の増加に繋げる必要があ
ります。

数値目標

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

施策

評価指標②

目標・指標名

400万人

平均訪問地点数 1.18か所 1.32か所

現状値(R2) 目標値(R7)

1人当たりの観光消費額 6,322円 7,022円

大綱

施策

取組名②

成果指標

観光振興に関する成果指標

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.00 3.05 3.71

Ⅱ

基本方針

(構想より)

　美しい自然景観，国営ひたち海浜公園などの観光施設，史跡・名勝，祭りや伝統文化などの観光
資源を，地域の食やイベントなどと結びつけ，ひたちなか海浜鉄道湊線をはじめとした公共交通機
関とも連携しながら，道の駅など地元産品等の販売拠点の整備を検討するなど，回遊性のある観光
ネットワークづくりを推進します。
　また，テレビＣＭの放映やソーシャルネットワークの活用など戦略的な情報発信を行うほか，観
光ボランティアを育成し，おもてなしの心による地域に根差した観光振興を図るとともに，広く海
外からの観光客へ対応するため，公衆無線ＬＡＮエリアを拡大するなど，交流人口の拡大に積極的
に取り組みます。

現状と

課題

①

見出し 滞在型観光の推進

多様な産業が発展し　にぎわいあふれるまちづくり

現状と

課題

②

見出し 多様化する観光ニーズへの対応

本文

〇多言語版の観光ガイド，フェイスブック・インスタグラムなどのSNS※，フィルムコ
ミッション※等，様々なツールを活用し，PRを実施するとともに，増加するインバウンド
※需要を取り込むため，台湾をはじめとするアジア圏の現地旅行博に出展し，国外からの
観光客を誘致しています。
○多様化する観光客の属性や旅行形態，ニーズを把握・分析し，WEBやSNS等を活用して観
光情報を発信するなど，戦略的に施策を展開する必要があります。
〇JRと連携して，勝田駅改札付近に観光案内所を開設し，多客期には多言語対応スタッフ
を配置するなど，国内外からの観光客の市内回遊を促しています。
○本市を含む県央地域9市町村で連携し，圏域内で行う周遊型観光事業の構築を促進する
とともに，茨城県が策定した「ひたちなか・大洗リゾート構想」に基づき，海浜リゾート
として魅力ある観光イメージづくりに向けた取組を推進する必要があります。【年間観光
入込客数の推移挿入】

施策

評価指標④

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

年間観光入込客数 400万人
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役割

取組②

取組名 戦略的な観光施策の展開 総合戦略への位置付け

事業者等

○観光情報等の提供，広報宣伝への協力
○市場調査への協力
○案内，パンフレットの整備・多言語化
○公衆無線LAN※の設置
○免税店舗の拡大

市民
○観光情報等の提供，広報宣伝への協力
○通訳・翻訳ボランティアへの協力

方針

○専門的な知見を有する民間の知見を
活用しながら，観光客に関する市場調
査・分析を行うなど，戦略的な情報の
発信及び受入体制の整備を行い，交流
人口の拡大に努めます。
〇増加するインバウンド需要を取り込
むため，台湾をはじめとするアジア圏
の現地旅行博に出展するなど，国外か
らの観光客の誘致に努めます。
○観光案内機能の充実を図り，外国人
観光客向けには観光案内の多言語化を
行うなど，国や県のインバウンド施策
とも連携しながら，本市の特性を踏ま
えた受入体制を整え，国内外からの観
光客の回遊を促します。
〇行政界を越えた広域的な連携，相互
交流により，更なる賑わいの創出に努
めます。

主な取組

○広域観光PR事業

〇国際観光推進事業

○観光客受入体制整備事業

主に関係する課所 観光振興課，商工振興課

○関係行政団体・事業者・地域団体との連携・相互広報
○多様な広報媒体の活用
○市場調査・分析
○観光案内マップ，観光案内板，観光パンフレット等の多言語化

市

関連計画等 ひたちなか市観光振興計画,  ひたちなか大洗リゾート構想

市

○研修会等の機会の提供
○関係者・関係団体支援
○体験プログラム造成支援
○歴史資源の観光資源としての活用
○レンタサイクル，パークアンドライド※の活用

市民
○観光ボランティアへの参加
○観光振興に関する提案と実施
○研修会等への参加

事業者等
○観光振興に関する提案と実施
○研修会等への参加

取組①

役割

総合戦略への位置付け

○マーケティング機能強化事業

地域観光資源の活用

○ひたちなか海浜鉄道湊線をはじめと
した公共交通と連携し，国営ひたち海
浜公園や那珂湊おさかな市場等，市内
の観光資源を有機的に繋ぎあわせ回遊
性のある観光ネットワークづくりに取
り組みます。
○観光協会や，地域，関係団体等と連
携し，観光客の滞在時間の延長や宿泊
につながる取組を促進します。また，
観光ボランティアなどの人材の育成と
活用を推進しながら，おもてなしの心
による地域に根差した観光振興に取り
組むとともに，何度も訪れてもらえる
「ひたちなか市のファン」の創出に努
めます。

主な取組

○市民・団体の取組に対する支援
事業

○自転車を活用した広域周遊観光
の推進

○リピーター客の創出に係る取組
の推進

重点

取組名

方針

○既存観光資源向上事業

重点 ○市内回遊観光の促進

○観光人材育成事業
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現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

2.97 3.07 3.68数値目標

成果指標

産業の活性化に関する成果指標

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

現状と

課題

①

見出し 多様な産業の活動推進

本文

○本市はものづくり産業や地元商店街および郊外の大規模店舗のほか，ほしいもやタコの
水産加工など，工業，商業，農業，水産業といった多様な産業が集積しています。引き続
き，産業の発展を実現するため，事業者を支援し，生産活動をより活性化させていく必要
があります。
○市民や企業，団体などの交流の場として産業交流フェアやみなと産業祭を開催してお
り，多くの市民等が来場しています。こうした機会を活かし，将来の地域づくりの担い手
を確保するため，若者を中心とする地域と強い関わりを持つ人材を発掘する必要がありま
す。
○生産技術の革新や設備の更新により，生産性や品質を高め，取引の拡大を図ることが求
められています。
○市内企業の経営基盤の安定化を図るため，新規販路の開拓を支援する必要があります。
○新型コロナ感染症の拡大を契機に，テレワーク※等が注目されています。これに伴い，
市内労働者のワークライフバランス※の充実を図りつつ，東京圏に勤務する方や次世代の
若者を市内に呼び込むため，テレワークやオンライン化※等に対応した環境整備に対する
支援を検討する必要があります。

市の補助金を利用した展示会等の出展件数（延べ） 68件 140件

大綱 Ⅱ 多様な産業が発展し　にぎわいあふれるまちづくり

施策 8 産業の活性化

基本方針

(構想より)

　産業交流フェアやみなと産業祭の開催などを通じて，市に根付く幅広い産業や企業活動等につい
て広く周知し，市民や企業，団体などの交流を推進します。また，新製品・新技術等を国内外の展
示会等に出展する企業を支援します。

取組数 1 該当SDGs

取組名① 産業の活性化 タイトル修正の有無

8.経済成長・雇用／9.産業基盤／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
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主に関係する課所 商工振興課，企画調整課

○市内に根付く幅広い産業や企業活動
等を市内外に広く周知することで，市
民と企業，関係団体等との交流を推進
するとともに，本市との関係人口を創
出します。
○「なかネットワークシステム※」を
活用することにより，関係機関と中小
企業との産学官連携を促進します。
○市の魅力発信や地場産業の活性化の
ため，ふるさと納税制度を活用し，地
元生産者や事業者を市外の方々にも応
援してもらうとともに，返礼品を通じ
て「ひたちなか市のファン」を増や
し，市外や都市部の人々と本市が多様
に関わる関係人口の創出を図ります。
○中小企業の競争力を高めるため，IT
やAIを活用する等，生産性を向上させ
る取組を支援します。
○中小企業が行う人材の育成，新技
術･新製品の開発，販路の拡大を支援
します。
○テレワークやサテライトオフィス※
の導入など働き方が多様化する時代に
対応するため，働きやすい環境整備や
設備の導入の実施について検討しま
す。

主な取組

重点

新規

関連計画等

重点

新規

重点

用語解説

※テレワーク…「テレワーク」は英語で「telework」と表記され，「tele = 離れた所」
と「work = 働く」の二つの言葉を組み合わせた造語。「離れたところで働く」という意
味で，一般的に「オフィスから離れたところで働く」という意味で使われている。
※ワークライフバランス…「仕事と生活の調和」と訳される言葉で，「国民一人ひとりが
やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活な
どにおいても，子育て期，中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・
実現できる社会」と定義されている。
※オンライン化…インターネット等の回線を通じてつながることで，場所や距離に縛られ
ず事業・業務が行える状態。
※なかネットワークシステム・・・産官学金連携によるひたちなか圏域の「技術革新」，
「経営革新」，「研究開発」に関わる産業支援活動を目的として平成16年に結成された団
体。
※サテライトオフィス…企業や団体の本社・本拠から離れた場所に設置されたオフィスの
こと。
※IoT…自動車の位置情報を集約して渋滞情報を配信するシステムや外出先で自宅の家電
製品を操作するなど，パソコンなどの従来のIT機器以外にも様々な「物」をインターネッ
トに接続し，情報交換することにより相互に制御する仕組み。Internet of Things
※AI…人間と同じ知的作業をする機会を工学的に実現する技術。Artificial
Intelligence。
※オープンファクトリー…つくり手が活動し，モノをつくりだしていく現場を公開し，来
場者（お客様）に体験してもらう取り組み（工場見学会）です。普段はお客様を招き入れ
ることのない仕事現場を公開し，交流を行うことで，自社製品や仕事に対する生の声や新
たな気づきを得ることができる。

役割

市 ○産業支援機関，企業と市民との交流の場の創出

市民

事業者等
○市が行う市民に対する広報への情報提供協力
○産業交流フェア等への参加協力

取組①

取組名 産業の活性化

方針
○テレワーク等の働きやすい環境整備
や設備の導入等の実施検討

○オープンファクトリー※等の産業PR
施策の実施検討

総合戦略への位置付け

○生産技術の向上を図る研修会の開催

○技能訓練，新製品開発及び展示
会出展費用の補助

○なかネットワークシステムへの参画

○IoT※やAI※の活用など競争力を強化
する支援事業の検討

重点 ○ふるさと納税制度活用の推進

○産業交流フェア，みなと産業祭の開催
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基本構想 大 綱 Ⅲ 

 ともに支えあい 末永く健やかに暮らせるまちづくり 

（基本構想より） 

わが国の人口は，平成 20 年以降減少を続けています。本市の人口はこれまで緩やかに増加してきました

が，増加の幅は徐々に小さくなり，人口減少の局面にさしかかっています。少子高齢化の進展に伴い，介護

が必要となる方や生活習慣病に罹る方が増加するとともに，ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯もま

すます増加することが予測されます。 

市民誰もが，できる限り住み慣れた地域で安心して生活を送っていくことができるよう，人々が家族や地域

の絆で結ばれ，互いに支えあう地域社会の実現を目指します。合わせて，生涯を通じて健康で心豊かに暮ら

すことができるよう，地域と連携しながら元気アップ体操を普及する「ときめき元気塾」を開催するなど，健康

づくりや介護予防に取り組みます。 

また，高齢化に伴い，医療への需要の増加が予測されることから，本市の中核医療機関である日立製作

所ひたちなか総合病院を中心とした医療体制の構築に努めるとともに，誰もがいつでも安心して医療を受け

ることができるよう，医師の確保に取り組みます。 

 

Ⅲ-1 地域福祉 

   ①地域福祉 

Ⅲ-2 高齢者福祉 

   ①高齢者福祉 

Ⅲ-3 障害者（児）福祉 

   ①障害者（児）への地域生活の支援 

Ⅲ-4 健康づくり 

   ①健康づくり 

Ⅲ-5 医療・疾病予防 

   ①医療体制の構築 

   ②感染症予防対策 

   ③健診の充実 

Ⅲ-6 社会保障 

   ①国民健康保険・後期高齢者医療制度 

   ②介護保険 

   ③生活保護・生活困窮者自立支援 

   ④国民年金 
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数値目標

成果指標

地域福祉に関する成果指標

施策

評価指標①

大綱 Ⅲ ともに支えあい　末永く健やかに暮らせるまちづくり

施策 1 地域福祉

基本方針

(構想より)

　保健，医療，福祉の総合的な連携により，住み慣れた地域の中で安心して生活するためのきめ細
かな福祉施策を展開するとともに，市民が自主的に運営する交流サロンなどのボランティア活動の
支援や福祉団体の育成に努め，地域で暮らす住民同士が気軽に交流することができる環境づくりを
推進します。

現状と

課題

①

見出し 地域福祉の担い手の育成と支援の充実

本文

○中学校区単位に地域福祉を推進する体制を整備するとともに，社会福祉協議会及び社協
支部（自治会），ボランティア連絡協議会などの関係機関・団体と連携して地域福祉を推
進しています。
〇福祉についての意見交換を行う井戸端会議※を開催し，地域福祉についての理解を深め
ています。引き続き，市民（地域）自らが必要と考えるテーマについて話し合う機会をつ
くり，地域福祉について意識の醸成を図る必要があります。
○地域における福祉課題の多様化が進み，これまで以上に地域の力による解決が期待され
ており，サロン活動※の運営者をはじめとした地域福祉の担い手を発掘・育成・支援する
必要があります。
○高齢化の進展に伴い，地域の相談役である民生委員・児童委員の負担が増加しているこ
とから，支援を強化する必要があります。

取組数 1 該当SDGs 1.貧困／3.健康・福祉／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 地域福祉 タイトル修正の有無

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.13 3.18 3.63

市民が主体となって地域福祉(高齢者・障害者・子育て支援)が行われていると感じる人の割合 33% 39%

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)
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方針

○地域福祉についての意識の醸成を図
るとともに，市民（地域）との協働に
より，地域における支え合いの体制を
構築し，住民相互が理解し合い，安心
して暮らせるまちを目指します。
○地域福祉の担い手の人材育成を行う
とともに，地域福祉の拠点となるサロ
ンなどの「居場所」を各地区に広げ，
地域福祉活動の担い手が，地域への思
いを活動につなげるための支援を行い
ます。
○社会福祉協議会や民生委員・児童委
員，福祉に関わるボランティアやNPO
などの各種団体や個人など，地域福祉
の推進に中心的役割を担う方々を支援
します。

主な取組

○民生委員・児童委員等への支援

重点

重点

○井戸端会議の実施

○地域福祉人材育成事業の実施

○社会福祉協議会やボランティア団体
等への支援・指導及び連携の強化

取組①

取組名 地域福祉 総合戦略への位置付け

用語解説

※井戸端会議…地域住民同士が身近な課題について気軽に話し合い，住民相互の交流の場
ともなる地域福祉懇談会。
※サロン活動…地域住民が主体となって，子育て世代や高齢者などの住民同士がつながり
を持てる集いの場所を運営する活動。市内には大きく分けて「子育てサロン」と「高齢者
サロン」があり，主にコミュニティセンターや集会所などで活動している。

役割

市
○地域福祉活動に対する支援
○地域福祉団体等への支援・指導
○地域福祉活動のPR

市民 ○地域福祉活動の実施（ボランティア活動，サロン活動など）

事業者等
○地域福祉活動における指導的役割
○地域福祉活動の推進

関連計画等 ひたちなか市地域福祉計画，地域福祉活動計画

主に関係する課所 地域福祉課
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58%

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.02 3.07 3.74

地域包括支援センターの認知度 19.7% 22.5%

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

生きがいを持って生活する高齢者の割合 55.4%

施策 2 高齢者福祉

数値目標

成果指標

高齢者支援に関する成果指標

取組数 1 該当SDGs 1.貧困／3.健康・福祉／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 高齢者福祉 タイトル修正の有無

基本方針

(構想より)

　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう，介護サービス基盤の整備や，地
域のニーズに合った介護予防の充実，小地域ネットワーク事業の推進など，介護・福祉サービスの
充実に努め，おとしより相談センターを中心として関係機関との相互連携を図りながら，地域包括
ケアシステム※の構築を推進します。また，疾病を抱えてもできる限り在宅で過ごすことができる
よう，在宅医療体制の充実や，医療，介護，福祉の相互連携に努めます。

現状と

課題

①

見出し 住み慣れた地域での安心した暮らしの実現

本文

○高齢者や介護認定者，認知症※高齢者等は増加を続けており，今後も増加が見込まれて
います。
〇高齢者が増加していく中，介護を要する状態になっても可能な限り住み慣れた地域で生
活が送れるような体制を整備する必要があります。また，認知症高齢者に対する地域住民
への正しい知識の普及啓発や認知症の方への支援を強化する必要があります。
○ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等の増加により，掃除や買物など軽度の生活支
援を必要とする高齢者が増加する一方，地域の中で元気に活躍する高齢者も増えていま
す。
〇地域の支え合いや生活支援サービス等を充実させるとともに，高齢者が地域で活躍でき
るような取組を支援する必要があります。
【高齢化率，高齢者人口，ひとり暮らし・寝たきり高齢者，認知症高齢者数の推移等のグ
ラフ挿入】

施策

評価指標①

施策

評価指標②

大綱 Ⅲ ともに支えあい　末永く健やかに暮らせるまちづくり
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○介護保険施設サービス等の基盤整備の推進

○介護予防・日常生活支援総合事業※の推進

○生きがい活動の推進（高齢者クラ
ブ，ワイワイふれあい館，シルバー人
材センター等の支援）

○在宅医療・介護連携推進事業の推進

○認知症施策の推進

〇在宅生活を支えるサービスの充実
（小地域ネットワーク事業※，買い物
支援事業等の推進）

○地域包括支援センター※の運営

新規 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

用語解説

※地域包括ケアシステム…高齢者が要介護状態となっても，住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを続けることができるよう，住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供
される支援体制。
※認知症…脳に何らかの原因で障害が起き，脳の機能が低下することで，記憶障害や見当
識障害，判断力の低下など日常生活がうまく行えなくなる脳の病気のこと。
※介護予防・日常生活支援総合事業…介護保険制度における地域支援事業の一つで，「介
護予防・生活支援サービス事業」及び「一般介護予防事業」により構成される。介護予
防・生活支援サービス事業では，要支援者等を対象として，従来の介護保険給付による
ホームヘルプサービスやデイサービスに相当するサービスのほか，地域の実情に応じて市
町村独自の介護予防のためのサービスを行う。一般介護予防事業では，全ての高齢者を対
象として介護予防の普及啓発などが行われる。
※地域包括支援センター…地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する
ことを目的に，地域支援事業のうち介護予防支援事業及び包括的支援事業などを一体的に
実施するために中核拠点として設置される施設。
※小地域ネットワーク事業…70歳以上のひとり暮らし高齢者等が，安心して生活できるよ
うな地域づくりを目的として，近隣の方々で見守りネットワークを組織し，さりげない声
かけや見守りをしながら，日常的な安否の確認等を行う，近隣者同士の助け合い活動。

役割

市 ○地域包括ケアシステムの構築

市民 ○地域住民がともに支え合う地域づくりへの参加

事業者等

○高齢者の見守り活動への協力
○在宅生活を支えるサービスの提供
○介護保険施設サービス等の提供
○医療・介護関係者の多職種連携事業への協力

取組①

取組名 高齢者福祉 総合戦略への位置付け

方針

○高齢者が住み慣れた地域で，自分ら
しい暮らしを人生の最期まで継続する
ことができるよう，医療，介護，介護
予防，生活支援等が一体的に提供され
る「地域包括ケアシステム」の構築を
推進します。

関連計画等 ひたちなか市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（しあわせプラン21）

主に関係する課所 高齢福祉課，介護保険課

主な取組
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大綱 Ⅲ ともに支えあい　末永く健やかに暮らせるまちづくり

施策 3 障害者（児）福祉

数値目標

成果指標

障害者支援に関する成果指標

施策

評価指標①

基本方針

(構想より)

　障害のある方が自らの希望する場所で自立した生活を送ることができるよう，地域生活支援事業
や障害福祉サービスの提供に努めます。また，適切なサービスを利用しながら地域において自立し
て生活できるよう，相談支援事業所を中心とした関係機関による相談支援体制の充実を図り，就労
や社会参加を支援します。

現状と

課題

①

見出し 共生社会の実現

本文

〇障害福祉サービスを利用している障害者や障害児が増加しています。
○自立支援給付や障害児通所支援，各種手当の支給や各種助成を行っています。
○地域で生活する障害のある方やその家族の相談を受け，必要な情報提供と援助を行う相
談支援事業を実施しています。
○日常生活用具の給付，移動支援，意思疎通支援等の地域生活支援事業を実施していま
す。
○障害者（児）がその能力や特性に応じて，自ら望む地域で自立した生活を営むことがで
きるよう，障害福祉サービスを充実させる必要があります。
〇発達相談支援事業を実施している「みんなのみらい支援室」※は相談件数が増加してお
り，発達に課題のある幼児・児童・生徒に対する切れ目のない支援体制を充実させる必要
があります。
○障害のある方の目線に立った分かりやすい情報提供や自立と社会参加の機会を確保する
必要があります。
○共生社会を実現するため，障害のある方への理解を促進する必要があります。
【各種障害者手帳交付状況推移，うち障害福祉サービス費の支給決定を受けている障害
者，障害児に関するグラフ，障害別手帳交付状況グラフ挿入】

取組数 1 該当SDGs 1.貧困／3.健康・福祉／4.教育／8.経済成長・雇用／10.平等／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 障害者（児）への地域生活の支援 タイトル修正の有無

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.01 3.06

障害のある人に対する差別や偏見がないと思う市民の割合 13.8% 16.3%

3.67

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)
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○障害児福祉

・地域生活支援事業（意思疎通支援，地
域活動支援センター※事業等）の実施

○障害者福祉

取組①

取組名 障害者（児）への地域生活の支援 総合戦略への位置付け

方針

○障害のある方の生活を支えるため，
必要な障害福祉サービスの提供に努
め，障害のある方が自らの希望する生
活を実現できるよう支援します。
○障害児通所支援の給付や発達相談支
援事業（みんなのみらい支援室）によ
り障害のある児童の成長を支援しま
す。
○障害のある方の自立・社会参加を促
すため，障害福祉サービス事業所等の
関係機関をスムーズに利用できるよ
う，分かりやすい情報を提供します。
○就労を希望する障害のある方につい
て，就労移行支援事業所や障害者就
業・生活支援センター等の継続的な支
援を通して，希望する進路に挑戦し，
定着することを支援します。
○スポーツや文化活動の機会を提供
し，生きがいのある生活を推進しま
す。
○障害者への理解を広げるため，各種
研修・啓発の取組を進めます。

主な取組

・各種手当の支給，各種助成の実施

・合理的配慮推進事業への補助

・権利擁護学習会の開催

・ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発

・自立支援給付（介護給付，訓練等給
付，医療給付，補装具費等）の支給

○障害のある方への理解促進

用語解説

※みんなのみらい支援室…発達に中軽度の課題のある幼児・児童・生徒やその保護者及び
支援者への支援を目的として平成25年2月に開設された。
※地域活動支援センター…障害者等に創作的活動や生産活動の機会を提供し，社会との交
流を促進する福祉施設。

役割

市

○障害福祉サービス支給量確保
○障害福祉制度の情報提供
○地域生活支援事業の実施
○障害者理解促進事業の実施

市民
○障害者（児）への理解促進
○ボランティアの参加
○地域での見守り

事業者等
○サービス利用者への支援
○障害福祉サービス事業参入
○障害者の雇用機会創出・就労環境向上の配慮

関連計画等 ひたちなか市障害者プラン，ひたちなか市障害福祉計画，ひたちなか市障害児福祉計画

主に関係する課所 障害福祉課

・障害者理解促進事業の実施

・障害児福祉サービス（障害児通所支援）の提供

・発達相談支援事業（みんなのみらい支援室）の実施

○自立と社会参加の支援

・相談支援事業をはじめとする様々な相談窓口の運営

・心身障害者（児）スポーツ大会の開催
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大綱 Ⅲ ともに支えあい　末永く健やかに暮らせるまちづくり

施策 4 健康づくり

数値目標

成果指標

保健医療体制や各種予防対策に関する成果指標

取組数 1 該当SDGs 2.飢餓／3.健康・福祉／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 健康づくり タイトル修正の有無

基本方針

(構想より)

　健康寿命を延伸し，生涯を通じて健康で生きがいのある生活を送ることができるよう，地域の健
康づくりのリーダーとなる食生活改善推進員※や保健推進員※，元気アップサポーターと連携し，
食生活の改善や元気アップ体操※の普及などによる健康づくりを推進します。

現状と

課題

①

見出し 健康づくりリーダーの育成・支援

本文

○ライフスタイルの多様化に伴い，生活習慣病※が増加しています。また，高齢化は今後
更に進展すると予測されていることから，生活習慣病にかかる方や要介護者も更に増加す
ると見込まれています。
○食生活改善推進員や保健推進員がそれぞれの地域において，各種事業の実施を通じて食
育や生活習慣病予防等について啓発活動を行っています。
○生活習慣病予防や介護予防には，食生活の改善,運動，歯や口腔のケア，適正飲酒や禁
煙，十分な睡眠や休養などに一人一人が積極的に取り組むことが重要であり，その動機付
けとなる効果的な支援や啓発を行う必要があります。
○元気アップサポーターを中心として実施している「ときめき元気塾」は，介護予防の推
進や通いの場としての役割を担っています。
○健康づくりを担う団体が，地域において継続的に活動できるよう，健康づくりリーダー
を育成・確保する必要があります。
【生活習慣病の推移，主要死因別死亡数割合グラフ挿入】

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.19 3.24 3.69

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

健康寿命 男83.35歳 女85.84歳 男84歳 女86歳
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○市民が生涯を通じていきいきと暮ら
せるよう，健康づくりリーダーである
食生活改善推進員，保健推進員，元気
アップサポーターを育成するととも
に，活動を支援し，市民の食育や介護
予防，健康づくりの推進に取り組みま
す。
○市民が健康づくりを自らの問題とし
て主体的に取り組むため，食生活・運
動・口腔ケア・適正飲酒禁煙・十分な
睡眠などの知識や技術の習得を支援し
ます。

○リーダー育成や健診・各教室な
どの様々な場面での健康づくりに
対する具体的な行動や生活改善へ
の支援

用語解説

※食生活改善推進員…市主催の養成講座を修了後，ひたちなか市食生活改善推進員協議会
員となり，食を通した健康づくりの担い手として,食育活動に取り組んでいる。
※保健推進員…地域ぐるみで健康づくりを推進するため，自治会の推薦により保健推進員
を委嘱している。自治会と保健推進員が連携を密にし,市との協力または共同で健康づく
り事業に取り組んでいる。
※元気アップ体操…茨城大学教育学部の協力を得てつくられた体操で，筋力アップと柔軟
体操により生活習慣病を予防する効果が期待されている。
※生活習慣病…糖尿病，高血圧症，脂質異常症など，生活習慣が発症･進行に関与する疾
病。

役割

市 ○健康づくりリーダーの活動支援と協議・連携

市民
○市民への普及・啓発（各教室等の実施，PR活動)
○市の事業への協力，参加

事業者等

取組①

取組名 健康づくり 総合戦略への位置付け

関連計画等 ひたちなか市元気アッププラン

主に関係する課所 健康推進課

主な取組

○食生活改善推進員による広い世
代に向けた食育推進，生活習慣病
予防対策

○保健推進員による健康づくり活
動（健診受診勧奨・生活習慣病予
防の知識の普及啓発)

○元気アップサポーターによる元
気アップ体操の普及を通した介護
予防活動と通いの場づくり

方針
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用語解説

※救急二次医療機関…入院治療を必要とする重症患者に対応する機関。都道府県が定めた
医療圏域（二次医療圏）ごとに整備するため，市町村の垣根を越えて整備されることが多
い。
※元気アップポイント事業…健康診査・がん検診受診，健康・介護予防などの保健事業へ
の参加や，個人の健康づくりの取組をポイント化する事業。
※特定健康診査…健康保険法の改正により平成20年度から全国の地方公共団体で導入され
た。生活習慣病予防のため，特にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し
た健康診査。

取組数 3 該当SDGs 1.貧困／3.健康・福祉／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 医療体制の構築 タイトル修正の有無

大綱 Ⅲ ともに支えあい　末永く健やかに暮らせるまちづくり

施策 5 医療・疾病予防

基本方針

(構想より)

　本市の中核医療機関である日立製作所ひたちなか総合病院による救急医療や高度医療に係る医師
確保を支援するとともに，病院とかかりつけ医の連携を推進します。休日や夜間の救急医療体制に
ついては，医師会や薬剤師会と連携しながら休日夜間診療所を運営するとともに，日立製作所ひた
ちなか総合病院による小児救急の運営等を支援します。
　さらに，糖尿病，高血圧症，脂質異常症などの生活習慣病やがんなどの疾病を予防，早期発見す
るため，特定健康診査や各種健康診査の受診率向上に取り組むとともに，特定保健指導をはじめと
した事後指導を強化します。

現状と

課題

①

見出し 医師確保等による医療体制の充実

本文

○本市が属する常陸太田・ひたちなか医療圏における人口10万人当たりの医師数は，全国
平均を大きく下回っており，今後の高齢化の進展を踏まえると，更に多くの医師を確保す
る必要があります。
○日立製作所ひたちなか総合病院が実施している小児救急については，小児科医の不足等
を解消し，開設日の拡充を図る必要があります。
○救急二次医療機関※への搬送が増加し，各医療機関の負担が大きくなっています。
○安定的な産婦人科医の確保に苦慮していることから，広域として安心して子どもを産み
育てる環境を維持する必要があります。

取組名② 感染症予防対策 タイトル修正の有無

取組名③ 健診の充実 タイトル修正の有無

現状と

課題

②

見出し 感染症拡大防止の取組 

本文

○感染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため，乳幼児については予防接種
法に基づく定期（予防）接種費用の全額を，高齢者についてはその一部を公費負担してい
ます。また，一部の任意接種については独自の助成を行っています。
○感染症の流行等により，予防接種の種類が追加・変更されるため，適切に対応するとと
もに，予防接種に関する正しい知識の普及・啓発に努めることが求められます。
〇令和２年の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ，新たな感染症などが発生した場合
には，国・県及び関係機関と連携を図り，地域での感染症の拡大及びまん延防止に努める
必要があります。

現状と

課題

③

見出し 健診の受診率向上

本文

○「元気アップポイント事業」※の実施など，ヤング健診，各種がん検診の受診者数の増
加に取り組むとともに，一部健診では，平日夜間・土曜・日曜の検診や託児の希望へ対応
するなど，受診しやすい体制の整備を図っています。
○特定健康診査※，各種健康診査の継続受診者や検診無関心層の受診者を増やし，受診率
向上を図る必要があります。
○特定保健指導※の実施率が伸び悩んでおり，実施方法を検討する必要があります。
○健診の結果，生活習慣の改善が必要な方に対しての事後指導を強化する必要がありま
す。

3.19 3.24 3.69

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

成果指標

人口10万人当たりの医師数 132.3人 197.5人

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

保健医療や各種予防対策に関する成果指標

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

乳幼児予防接種の接種率 95.5% 95.7%

施策

評価指標③

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

各種健診登録者数・受診率 96,552人・31.8% 96,900人・32.4%

数値目標
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取組①

取組名 医療体制の構築 総合戦略への位置付け

方針

○日立製作所ひたちなか総合病院が行
う救急医療や地域医療，高度な検査治
療に係る医師確保を支援するととも
に，日立製作所ひたちなか総合病院と
地域のかかりつけ医との病診連携※を
推進します。
○医師会や薬剤師会と連携し，休日夜
間診療所を運営するとともに，日立製
作所ひたちなか総合病院が実施する小
児救急の運営を支援するなどして，休
日や夜間の医療体制を整備します。
○水戸及び常陸太田・ひたちなか医療
圏の市町村と連携しながら，救急医療
二次診療業務の運営費を補助し，救急
医療体制の充実を図ります。
○水戸赤十字病院に対し，産婦人科医
確保のため，県央地域で構成する市町
村と連携をしながら支援を行い，周産
期医療の充実を図ります。
○医師の確保に向けて，国や県に対し
て適切な措置を講じるよう要望を行い
ます。

〇水戸赤十字病院産婦人科医確保の支援

〇医師確保に向けた市長会等を通じた国・県への要望

役割

市 ○医療体制充実のための支援

市民

事業者等 ○医療体制の充実

主な取組

○ 日立製作所ひたちなか総合病院の医師確保の支援

重点 ○休日夜間診療所の運営

重点 ○小児救急運営の支援

○救急二次医療機関の支援

○定期予防接種の実施

役割

市
○感染症予防に関する知識の普及・啓発
○安全な接種体制の整備

市民 ○感染症予防に関する正しい理解と各種予防接種の実施

事業者等 ○国・県や医師会等関係機関との連携・協力 

○ひたちなか市新型インフルエンザ等
対策行動計画の運用

用語解説

※特定保健指導…特定健康検査の結果から，生活習慣病の発症リスクが高い方に対して，
医師や保健師，管理栄養士等が対象者の身体状況に合わせて生活習慣を見直す指導を行
う。
※病診連携…地域医療等において，核となる病院と地域内の診療所が，患者の状態に応じ
てそれぞれの役割と機能を分担し，効率的な医療提供を実施すること。

○健診事後指導の効果的な保健指導の工夫 

役割

市
○各種健診の受診勧奨と受診体制の整備
○健診事後指導の強化

市民 ○各種健診の積極的受診

事業者等

取組③

取組名 健診の充実 総合戦略への位置付け

方針

○健診を受診しやすい環境を整備する
とともに，健診無関心層に対する効果
的な受診促進策を検討・実施し，受診
者の増加を図ります。
○特定保健指導の実施率向上のため，
訪問や特定健康診査当日の面接等を実
施します。

主な取組

○インターネットによる各種健診の予約

関連計画等 ひたちなか市元気アッププラン，ひたちなか市新型インフルエンザ等対策行動計画

主に関係する課所 健康推進課，国保年金課

○総合健診・休日健診の実施

○「元気アップポイント事業」の実施

○特定保健指導を受けやすい体制の整備

○任意予防接種への助成

○感染症予防の啓発 

取組②

取組名 感染症予防対策 総合戦略への位置付け

方針

○医師会や学校などの関係機関と連携
するとともに，子育て支援アプリ等の
媒体を活用し，予防接種に関する正し
い知識の普及・啓発に努めながら，安
全で効率的な接種体制を整備します。
〇新たな感染症が発生した際には，
「ひたちなか市新型インフルエンザ等
対策行動計画」に基づき，病原体の特
徴や流行の状況を踏まえ，ひたちなか
市新型インフルエンザ等対策本部等を
設置し，感染拡大防止のために必要な
措置を実施します。

主な取組
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現状と

課題

①

見出し 増加する医療費への対応

本文

○国民健康保険の被保険者数及び歳出額は，平成28年10月からの社会保険の適用拡大等に
より年々減少していますが，後期高齢者医療制度の被保険者数及び歳出額は，高齢化とと
もに増加しており，全体の医療費は増加傾向にあります。
【被保険者数・歳出額の推移グラフ挿入】
○国民健康保険は前期高齢者の加入割合が高く，保険税負担力の低い方が多くなっていま
す。
○平成20年度以降，国民健康保険税の税率改正を行っていません。医療費の適正化等に努
めるとともに，県が示す標準保険料の動向を見ながら，税率の改正を検討する必要があり
ます。
○生活習慣病の早期発見や重症化予防のために行う特定健康診査・後期高齢者健康診査の
受診率は，受診勧奨により向上してきているものの，特定健康診査については茨城県平均
を下回っています。

用語解説

※後期高齢者医療制度…75歳以上の後期高齢者全員と，前期高齢者（65～74歳）で障害の
ある者を対象とする，他の健康保険とは独立した医療保険制度。
※生活保護…全ての国民が健康で文化的な生活を送れるよう，必要最低限度の生活水準を
保障する制度。生活困窮者への扶助，自立助長を図ることを目的としている。
※介護保険制度…老後生活の不安要因の一つとなっている介護問題について，社会全体で
支え合い，必要な介護サービスを総合的・一体的に提供するために，40歳以上の国民の公
平な負担により運営される保険制度。
※団塊の世代…第二次世界大戦直後の第一次ベビーブームが起きた時期に生まれた世代。
※生活困窮者自立支援法の任意事業…福祉事務所設置自治体の必須事業（自立相談支援事
業や住居確保給付金の支給）以外の事業で，地域の実情に応じて生活困窮者の自立の促進
するもの（就労準備支援事業、家計相談支援事業など）
※日本年金機構…国（厚生労働大臣）から委任・委託を受け，公的年金（厚生年金及び国
民年金）に係る一連の運営業務を担う非公務員型の特殊法人。
※国民年金制度…全ての国民を対象に，老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い，健
全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的とした年金制度。基礎年金として老齢基
礎年金，障害基礎年金，遺族基礎年金がある。

取組名④ 国民年金 タイトル修正の有無

基本方針

(構想より)

　国民健康保険や後期高齢者医療制度※における医療給付，介護保険などにおける介護サービス給
付等の適正化に努めるとともに，年金制度の普及啓発や相談業務を実施します。また，生活保護※
については，適正な給付を行うとともに，関係機関と連携しながら自立・就労支援を強化します。

取組名② 介護保険 タイトル修正の有無

取組名③ 生活保護・生活困窮者自立支援 タイトル修正の有無

取組数 4 該当SDGs 1.貧困／3.健康・福祉／4.教育／8.経済成長・雇用／17.ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

取組名① 国民健康保険・後期高齢者医療制度 タイトル修正の有無

大綱 Ⅲ ともに支えあい　末永く健やかに暮らせるまちづくり

施策 6 社会保障

102



ひたちなか市第３次総合計画後期基本計画 Ⅲ-6 社会保障  　2/4

60%

施策

評価指標③

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

就労支援による就労達成率 56.1% 60%

施策

評価指標②

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

介護保険料収納率（過年度分含む。） 96.7% 98%

現状値(R2) 目標値(R7) 充実希望度

3.00 3.05 3.40

現状と

課題

④

見出し 年金制度への理解促進

本文

○法定受託事務として第1号被保険者の資格取得や各種免除，老齢基礎年金等の裁定請求
などの受付・審査・報告等を行っています。
○国及び日本年金機構※の協力・連携の下，国民年金保険料の納付案内や年金相談等を実
施しています。
○無年金者や低年金者の発生を防ぐため，国民年金制度※の周知・啓発を図り，自発的な
国民年金への加入及び保険料納付を促進する必要があります。
○受給資格期間及び将来の年金額を確保するため，保険料免除制度の適用による年金額へ
の影響など，個別に情報を提供し，年金相談の機会を設ける必要があります。

数値目標

成果指標

生活困窮者支援に関する成果指標

施策

評価指標①

目標・指標名 現状値(R2) 目標値(R7)

特定健康診査等受診率 34.8%

現状と

課題

②

見出し 介護サービスに対するニーズの高まり

本文

○高齢化の進展に伴い，介護保険制度※開始の平成12年度と比較して，要介護認定者数及
び介護保険給付費は大幅に増加しています。
【認定者数・給付費の推移グラフ挿入】
○第7期（平成30～令和2年度）の第1号被保険者の保険料基準額は，第1期（平成12～14年
度）と比べ1.8倍に増加しています。
【第1号被保険者の保険料基準額の推移グラフ挿入】
○令和7年（2025年）には団塊の世代※が75歳以上となり，また，2040年頃には高齢者数
がピークを迎えることから，今後も認定者数及び給付費の増加が予想されます。
○介護保険法の改正とともに制度の内容がより複雑化していることから，市民への周知と
理解を図るため，PR活動を継続して実施する必要があります。

現状と

課題

③

見出し 生活困窮者に対する切れ目のない支援

本文

〇生活保護の被保護世帯数・人員は平成28年度から増加傾向となっています。被保護人員
の増加に伴い生活保護費も増加しています。
【保護世帯数，人数，保護申請数のグラフ挿入】
【生活費保護費扶助別支出状況，社会保障関連経費(扶助費)の推移グラフ挿入】
○生活保護が開始となる主な理由は，預貯金の減少や傷病，失業，仕送り等の減少となっ
ています。また，複合的な課題を抱えたまま生活保護に繋がる世帯が多く，課題解決には
関係機関との連携が必要となっています。
○働くことができる被保護者に対しては，積極的な就労支援を実施し，早期就労・早期自
立を目指しています。
〇被保護者が就労支援により就労を開始した後も，継続的な安定就労に向けたきめ細やか
な支援を実施する必要があります。
○相談事業の充実を図り，多様化する相談に迅速に対応していく必要があります。
〇生活困窮者自立支援法の任意事業※については，本市の実情に応じて事業の実施を検討
する必要があります。
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役割

市

市民

事業者等

○介護認定審査会の適正な運営

○介護給付適正化の強化

○介護保険料収納率の向上

取組②

取組名 介護保険 総合戦略への位置付け

方針

○介護が必要になった時に，自宅や施
設で健康状態や利用者のニーズに応じ
た介護サービスを受けることができる
よう，介護サービス事業者に対する指
導監督に取り組むなど，適正な介護保
険事業を推進し，介護サービスの必要
量の確保と質の向上を図ります。
〇住み慣れた地域で安心して生活でき
るよう，介護保険制度の周知普及を行
うとともに，適正な介護サービスを提
供し，支援を要する高齢者やその家族
の負担軽減への取組を進めます。

主な取組

○介護保険制度の周知普及

取組①

取組名 国民健康保険・後期高齢者医療制度 総合戦略への位置付け

方針

○国民健康保険税及び後期高齢者医療
保険料の収納率の向上と医療費適正化
等による医療費の抑制に努めながら，
保険財政の健全運営を図ります。
○特定健康診査・後期高齢者健康診査
について受診勧奨を行いながら実施す
るとともに，人間ドック等の補助を行
うなど，疾病の予防，早期発見と早期
治療を促します。

主な取組

○保健事業の推進等による医療費の抑制

○後発医薬品（ジェネリック）※医薬
品利用促進等による医療費適正化

○国民健康保険税及び後期高齢者
医療保険料の収納率向上

役割

市

市民

事業者等
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関連計画等
ひたちなか市国民健康保険保健事業総合計画，ひたちなか市高齢者福祉計画及び介護保険
事業計画（しあわせプラン21）

主に関係する課所 国保年金課，介護保険課，生活支援課

用語解説

※後発医薬品（ジェネリック）…新薬の特許期間の満了後，厚生労働省の承認を得て製
造・販売される薬。新薬に比べて開発費が削減できるため，新薬と同じ有効成分・同等の
効き目でありながら低価格で販売される。
※レセプト点検…医療機関が医療費の保険負担分を自治体等に請求する際に発行するレセ
プト（診療報酬明細書）の点検。
※生活困窮者自立相談支援事業…生活困窮に至るリスクの高い方等に対する自立支援策の
強化を図るため，経済的な問題，心身の状況，就労の状況などにより専門の支援員が関係
機関と連携して支援を行う事業。
※社会保険オンラインシステム…日本年金機構が提供するサービスで，インターネットを
通じて自分の「年金記録照会」や「年金見込額試算」等を行うことができる。

役割

市

市民

事業者等

○広報紙，ホームページでの年金制度の啓発
取組④

取組名 国民年金 総合戦略への位置付け

方針

○無年金者や低年金者の発生を防止す
るため，国や日本年金機構と協力・連
携し，年金相談業務や広報活動を通し
て年金制度の啓発を図ります。

主な取組

○窓口での保険料納付相談，障害
年金相談，社会保険オンラインシ
ステム※を活用した年金相談等の
個別相談の実施

事業者等 ○就労体験，ボランティア等の受入れ

○就労支援事業の推進

○生活困窮者自立相談支援事業※の推進

○生活保護制度の適正な運用

○医療扶助の適正実施

取組③

取組名 生活保護・生活困窮者自立支援 総合戦略への位置付け

方針

○訪問活動や扶養調査，レセプト点検
※等を実施しながら，生活保護制度の
適正実施を図ります。
○被保護者に対して必要な医療は継続
しつつ，後発医薬品（ジェネリック）
の更なる使用促進を目指します。
〇レセプトデータに基づき，被保護者
の生活習慣病の発症予防や重症化予防
を推進します。
○生活困窮者や被保護者が継続して就
労し，自立した生活が営めるよう，ハ
ローワークとも連携しながら支援しま
す。また，早期の就労が難しい方に対
し，日常習慣の改善や社会的能力・就
労に必要なスキルなどの育成を目指
し，社会福祉法人や障害者就労移行支
援事業所などと連携し，就労に向けた
準備支援を推進します。
○地域包括支援センターなどの関係機
関との連携の強化を図り，相談支援業
務の充実を目指します。
○生活困窮世帯に対して自立を促すた
めの事業の実施を検討します。

主な取組

役割

市
○社会的・経済的自立のための支援・指導
○就労，就労準備に向けた支援

市民 ○民生委員等を中心とした各種支援
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